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は
じ
め
に

一
　
明
治
前
期
の
国
と
京
都
府
の
道
路
政
策

①

国
の
道
路
政
策
と
道
幅

②

道
路
の
経
費

二
　
京
都
宮
津
間
車
道
開
鑿
以
前
の
丹
波
・
丹
後
へ
の
道

①

開
鑿
以
前
の
道
路
と
道
幅

②

明
治
維
新
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
修
繕
の
動
き

三
　
開
鑿
工
事
の
開
始
と
当
初
の
計
画

①

開
鑿
工
事
の
開
始

②

「
車
道
開
鑿
費
参
考
仕
訳
書
」

四
　
道
幅
の
設
定
　
（
以
上
七
十
六
号
）

五
　
工
事
の
経
過
　
（
以
下
本
号
）

①

路
線
　
　
　
　
　

ａ

丹
後
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
望

ｂ

観
音
峠
の
道

ｃ

七
条
通
か
松
原
通
か

②

経
費

ａ

地
方
税
支
出

ｂ

国
庫
補
助
金

ｃ

寄
付
（
寄
付
金
お
よ
び
寄
付
人
足
）

③

進
捗
状
況
（
以
下
次
号
）

六
　
栗
田
峠
の
開
鑿

七
　
区
町
村
土
木
補
助
費

八
　
車
道
の
そ
の
後

お
わ
り
に

五
　
工
事
の
経
過

①
　
路
線

ａ

丹
後
で
の
様
々
な
要
望

京
都
宮
津
間
車
道
工
事
の
路
線
が
天
田
郡
福
知
山
町
・
加
佐
郡

河
守
町
か
ら
岡
田
由
里
へ
、
そ
し
て
海
岸
沿
い
の
同
郡
由
良
村
・

与
謝
郡
栗
田
村
を
経
て
宮
津
に
達
す
る
と
い
う
路
線
（
図
１
―
２
、

． 

． 

． ． ． ． ． 

京
都
宮
津
間
車
道
開
鑿
工
事
（
中
）

高
　
久
　
嶺
之
介
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ａ
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。

こ
の
由
良
―
栗
田
路
線
を
め
ぐ
っ
て
丹
後
地
方
で
は
様
々
な
思

惑
が
渦
巻
い
た
。
一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
）
七
月
、
与
謝
郡
第

一
組
の
宮
津
町
市
街
の
各
町
惣
代
一
三
名
は
京
都
府
（
宛
名
は
京

都
府
知
事
北
垣
国
道
代
理
京
都
府
大
書
記
官
国
重
正
文
宛
）
に
対

し
車
道
の
線
路
変
更
を
求
め
る
願
書

（
１
）

を
提
出
す
る
。
こ
の
願
書
は
、

以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
①
そ
も
そ
も
宮
津
よ
り
京
都
へ
出
る

に
は
千
載
嶺
（
普
甲
峠
）
を
越
え
内
宮
・
二
俣
を
経
て
河
守
に
到

る
路
線
が
あ
る
が
、
千
載
嶺
は
峻
坂
険
路
が
三
里
余
あ
り
、
こ
れ

ま
で
し
ば
し
ば
開
鑿
を
企
て
た
が
、
一
〇
万
円
以
上
の
費
用
が
な

け
れ
ば
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
府
庁
で
は

こ
の
路
線
を
用
い
ず
、
栗
田
・
由
良
・
岡
田
由
里
を
経
て
河
守
に

達
す
る
路
線
を
定
め
た
。
②
と
こ
ろ
が
、
こ
の
路
線
は
、
宮
津
・

栗
田
間
の
「
波
路
峠
」（
栗
田
峠
の
こ
と
か
ー
高
久
注
）、
栗
田
・

由
良
間
の
長
尾
峠
が
あ
り
、「
波
路
峠
」
は
一
小
坂
路
に
過
ぎ
な
い

が
、
長
尾
峠
は
由
良
ヶ
岳
を
背
負
い
、
北
海
に
臨
み
、
一
高
一
低
、

左
旋
右
回
、
実
に
七
曲
八
嶺
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
難
路
で
あ
る
。

③
い
ず
れ
海
岸
に
沿
っ
て
一
線
路
を
開
通
せ
ら
れ
る
と
思
う
が
、

冬
日
は
風
浪
暴
悪
で
岩
隙
石
壁
で
な
け
れ
ば
土
砂
を
保
持
し
が
た

く
開
鑿
修
繕
も
容
易
で
は
な
い
。
④
そ
し
て
、
河
守
町
よ
り
普
甲

峠
を
越
え
て
宮
津
に
達
す
る
路
線
が
五
里
な
の
に
対
し
、
こ
の
路

線
は
八
里
で
差
引
三
里
の
迂
回
線
に
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
宮
津
よ

り
京
都
へ
往
来
す
る
人
の
中
で
「
中
等
以
下
ノ
人
」
は
峻
坂
険
路

を
厭
わ
ず
千
載
嶺
（
普
甲
峠
）
を
通
る
だ
ろ
う

（
２
）

。
そ
う
で
あ
れ
ば

数
万
円
の
地
方
税
を
も
っ
て
折
角
宮
津
よ
り
栗
田
・
由
良
へ
車
道

開
鑿
し
て
も
往
来
人
が
少
な
く
て
は
そ
の
功
能
は
稀
少
の
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
願
書
は
「
漸
ク
一
線
路
ヲ
発
見
」
し
た
と

し
て
、
宮
津
―
皆
原
―
山
中
―
上
漆
原
―
下
漆
原
―
西
方
寺
―
岡

田
由
里
―
河
守
と
い
う
新
路
線
を
提
示
す
る
（
図
１
―
２
、
ｂ
）。

こ
の
路
線
だ
け
で
言
え
ば
江
戸
期
か
ら
あ
っ
た
板
戸
峠
を
越
え
る

道
と
同
じ
で
あ
る
が
、
江
戸
期
の
道
を
使
用
し
な
が
ら
、
新
規
に

開
鑿
す
る
部
分
も
あ
っ
た
。
願
書
に
よ
れ
ば
、
山
中
よ
り
上
漆
原

に
い
た
る
に
は
、
現
今
で
は
堀
越
を
下
り
新
宮
村
を
経
て
板
戸
峠

を
上
り
上
漆
原
村
に
至
る
道
で
あ
る
が
、
こ
の
道
は
高
低
が
甚
だ

し
く
車
道
を
通
じ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
し
た
が
っ
て
山
中
村

字
馬
場
ヶ
成
よ
り
一
小
谿
を
越
え
山
腹
に
従
っ
て
渓
流
に
沿
い
、

新
宮
村
字
奥
山
に
至
り
、
与
謝
・
加
佐
二
郡
分
界
の
山
背
を
切
断

し
上
漆
原
村
字
宮
ヶ
谷
に
出
て
上
漆
原
に
至
る
。
そ
し
て
、
上
漆

原
か
ら
は
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
岡
田
由
里
に
出
る
。
こ
の
結
果
、

願
書
は
次
の
長
所
を
指
摘
し
て
い
る
。
①
宮
津
よ
り
栗
田
・
由
良

を
経
て
岡
田
由
里
に
達
す
る
に
は
六
里
余
に
な
る
の
に
対
し
て
、
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こ
の
新
路
線
で
あ
れ
ば
宮
津
よ
り
岡
田
由
里
に
は
五
里
弱
の
距
離

に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
新
路
線
は
宮
津
よ
り
山
中
、
上
漆
原
よ
り

岡
田
由
里
へ
は
旧
道
を
修
繕
し
、
新
道
は
山
中
よ
り
上
漆
原
ま
で

約
一
里
半
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
長
尾
峠
の
工
事
に
比
較
す
れ
ば

き
わ
め
て
容
易
で
あ
り
、
路
程
も
一
里
余
減
ら
し
、
し
た
が
っ
て

費
用
の
幾
分
を
減
ら
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
②
冬
日
風
雪
の
憂

い
が
少
な
く
、
往
来
が
便
安
で
あ
る
。
③
加
佐
郡
地
方
の
利
害
に

お
い
て
も
、
舞
鶴
よ
り
福
井
・
上
東
を
経
て
大
川
・
岡
田
由
里
へ

の
一
支
線
を
設
け
る
の
に
便
利
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
新

路
線
の
工
事
で
地
方
税
が
超
過
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
五
千
円
の

有
志
金
を
募
集
す
る
と
ま
で
述
べ
て
い
た
。

こ
の
新
路
線
は
京
都
府
会
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
、
同
年
八
月
一

五
日
の
京
都
府
会
で
こ
の
新
路
線
の
実
地
測
量
を
要
請
す
る
上
申

書
が
議
決
さ
れ

（
３
）

、
京
都
府
で
は
こ
の
路
線
の
実
地
測
量
を
行
な
っ

て
い
る
。

同
年
一
一
月
二
日
、
宮
津
市
街
の
各
町
惣
代
九
名
は
、
京
都
府

知
事
に
対
し
、
七
月
時
の
願
書
の
路
線
に
若
干
の
修
正
を
加
え

（
岡
田
由
里
に
達
す
る
道
を
小
俣
・
地
頭
村
に
達
す
る
道
と
修
正
、

若
干
の
修
正
の
た
め
図
１
―
２
に
は
明
示
せ
ず
）、
再
度
路
線
変
更

を
要
請
し
た

（
４
）

。
七
月
と
一
一
月
の
二
つ
の
文
書
を
見
る
限
り
、
宮

津
の
街
場
の
人
々
は
、
最
短
距
離
の
路
線
で
あ
る
普
甲
峠
の
路
線

を
費
用
な
ど
の
点
で
無
理
と
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、

由
良
・
栗
田
の
道
で
は
な
く
、
な
ぜ
宮
津
―
皆
原
―
山
中
―
上
漆

原
―
下
漆
原
―
西
方
寺
―
岡
田
由
里
の
道
を
選
択
し
よ
う
と
し
て

い
た
の
か
。
今
の
と
こ
ろ
見
え
る
の
は
、
後
者
の
路
線
の
方
が
工

事
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
主
張
、
お
よ
び
由
良
港
は
重
視
し
て
い

な
い
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。

こ
の
宮
津
市
街
各
町
惣
代
の
意
見
は
反
発
を
引
き
起
こ
し
た
。

一
一
月
二
五
日
、
今
度
は
加
佐
郡
由
良
村
総
代
中
西
市
右
衛
門
ら

五
名
が
京
都
府
に
対
し
、
相
応
の
船
持
も
お
り
、
松
前
や
函
館
な

ど
往
来
物
貨
輸
入
の
便
益
が
あ
る
と
い
う
由
良
港
の
経
済
上
の
重

要
性
を
述
べ
、
こ
の
車
道
は
京
都
・
丹
波
・
丹
後
の
物
貨
運
輸
の

便
を
図
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
一
人
宮
津
の
み
の
繁
盛
を
は
か

る
事
が
目
的
で
は
な
い
、
と
し
て
従
来
ど
お
り
の
路
線
を
と
る
こ

と
を
歎
願
し
た

（
５
）

。

ま
た
、
宮
津
市
街
各
町
惣
代
の
車
道
の
線
路
変
更
を
求
め
る
願

書
は
、
舞
鶴
市
街
の
人
々
の
動
き
を
誘
発
し
た
。
同
年
八
月
八
日
、

加
佐
郡
舞
鶴
市
街
惣
代
か
ら
福
知
山
・
綾
部
を
経
て
舞
鶴
を
通
り

宮
津
に
達
す
る
路
線
変
更
の
要
望
が
京
都
府
に
も
た
ら
さ
れ
た

（
６
）

。

こ
の
要
望
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
①
こ
の
路
線
は
、
里
程
に
お

い
て
二
里
内
外
延
長
す
る
こ
と
に
な
る
が
、「
由
良
峠
」
を
除
く
ほ

か
は
道
路
は
ほ
ぼ
平
坦
で
工
費
も
少
な
い
。
②
す
で
に
府
会
に
お
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い
て
決
議
も
あ
り
い
ま
さ
ら
変
換
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、

宮
津
で
は
風
雪
水
害
等
の
不
便
を
主
張
し
、
変
換
の
願
い
出
が
あ

っ
た
。
③
宮
津
市
街
の
人
々
の
主
張
す
る
風
雪
水
害
の
う
ち
水
害

は
加
佐
郡
西
部
に
由
良
川
が
あ
り
、
こ
の
可
能
性
を
否
定
で
き
な

い
。
上
流
の
公
荘
村
（
現
大
江
町
）、
蓼
原
村
（
現
大
江
町
）
に
い

た
っ
て
は
家
屋
等
が
流
失
す
る
に
い
た
る
。
そ
の
ほ
か
金
屋
川
や

岡
田
谷
の
諸
川
が
あ
っ
て
出
水
す
る
た
び
に
堤
防
が
破
壊
さ
れ
る

憂
い
が
あ
る
。
④
こ
の
水
害
の
こ
と
を
熟
考
す
る
と
き
、
福
知
山

―
綾
部
―
舞
鶴
を
経
て
与
謝
郡
に
達
す
る
路
線
（
図
１
―
２
、
ｃ
）

は
工
費
を
減
ず
る
だ
け
で
な
く
公
益
の
及
ぶ
区
域
を
拡
張
す
る
こ

と
に
な
る
。

こ
の
舞
鶴
市
街
惣
代
の
願
書
は
、
由
良
川
に
沿
っ
て
の
道
路
が

こ
う
む
る
水
害
の
危
険
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
舞
鶴
へ
の

路
線
変
更
を
要
望
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
願
書
は

舞
鶴
か
ら
宮
津
に
行
く
場
合
、
由
良
川
に
架
橋
せ
ざ
る
を
得
な
い

こ
と
に
な
る
点
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
車
道
で
あ
る
以
上
渡
し
に

よ
る
交
通
は
あ
り
え
な
い
。
大
河
由
良
川
に
架
橋
す
る
と
す
れ
ば
、

当
然
工
費
は
膨
ら
む
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
点
は
意
識
的
か
ど
う

か
は
と
も
か
く
書
い
て
い
な
か
っ
た
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
京
都
府
は
由
良
・
栗
田
を
通
っ
て
宮
津
に
達

す
る
路
線
を
採
用
し
た
。
京
都
府
土
木
課
の
技
手
が
書
い
た
と
思

わ
れ
る
「
明
治
十
四
年
八
月
三
日
立
案
」
の
「
車
道
之
線
路
変
換

願
ニ
付
伺
」

（
７
）

に
よ
れ
ば
、
海
岸
沿
い
の
難
所
は
仕
様
に
よ
っ
て
害

の
出
な
い
方
法
が
あ
り
、
ま
た
車
道
開
設
は
宮
津
一
小
市
街
の
た

め
で
は
な
く
舞
鶴
等
の
都
合
も
あ
り
、
里
程
の
短
縮
、
費
用
の
減

少
な
ど
は
実
地
測
量
の
後
で
な
け
れ
ば
論
じ
が
た
い
、
ま
た
車
道

の
開
設
の
た
め
に
は
勾
配
の
緩
急
の
問
題
も
あ
り
、
里
程
の
減
少

を
も
っ
て
良
道
と
は
見
な
し
が
た
い
し
、
と
に
か
く
路
線
の
変
換

は
軽
々
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
ま
ず
一
応
現
場
を
見
て
相

応
の
路
線
で
あ
れ
ば
実
測
の
上
便
否
を
詮
議
し
た
い
、
と
し
て
い

る
。一

八
八
二
年
（
明
治
一
五
）
二
月
四
日
に
は
、
中
・
竹
野
・
熊

野
・
与
謝
郡
の
各
町
村
惣
代
九
四
名
よ
り
京
都
府
に
対
し
、
河
守

町
よ
り
橋
谷
村
・
天
野
村
を
経
て
与
謝
峠
を
開
鑿
し
加
悦
谷
よ
り

宮
津
に
達
す
る
新
路
線
（
図
１
―
２
、
ｄ
参
照
）
の
請
願
が
な
さ

れ
て
い
る

（
８
）

。
こ
の
「
請
願
理
由
書
」
に
よ
れ
ば
、
丹
後
国
人
が
京

都
地
方
へ
出
る
た
め
に
は
、
ま
た
物
貨
の
輸
出
入
の
た
め
に
は
一

〇
に
八
、
九
は
道
を
与
謝
峠
に
採
ら
ざ
る
を
得
ず
、「
実
ニ
与
謝
峠

ノ
路
線
ハ
丹
後
国
道
路
ノ
脊
椎
」
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
い
て
い

た
。
こ
の
請
願
は
中
郡
峰
山
町
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
も
の
で
、

与
謝
郡
で
は
現
宮
津
市
域
を
含
ま
な
い
郡
西
部
の
町
村
が
名
を
連

ね
て
い
た

（
９
）

。
こ
の
路
線
は
、
こ
の
路
線
を
伸
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
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て
生
糸
・
縮
緬
・
魚
類
な
ど
の
運
輸
の
便
を
含
め
中
・
竹
野
・
熊

野
郡
な
ど
丹
後
国
西
部
に
利
益
を
も
た
ら
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

要
請
に
も
と
づ
い
て
い
た

（
10
）

。
ま
た
、
宮
津
へ
の
道

（
11
）

で
由
良
川
沿
岸

の
道
は
い
っ
た
ん
洪
水
の
時
は
道
路
堤
防
が
破
壊
さ
れ
て
一
時
往

来
を
断
つ
患
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
も
に
、
宮
津
に
行
く
に
際
し

て
与
謝
峠
を
通
ら
な
い
道
は
諸
物
貨
輸
入
の
点
で
与
謝
峠
を
通
行

す
る
の
に
比
較
す
れ
ば
一
〇
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
、
と
述
べ
て
い

た
。
こ
の
文
書
で
舞
鶴
へ
の
言
及
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
路
線

は
車
道
で
は
実
現
し
な
い
。

ｂ

観
音
峠
の
道

船
井
郡
木
崎
村
（
現
園
部
町
）
と
同
郡
須
知
村
（
現
丹
波
町
）

を
結
ぶ
ル
ー
ト
で
京
都
府
が
当
初
考
え
た
の
は
観
音
峠
を
通
ら
ず

に
迂
回
し
て
八
田
峠
（
中
山
峠
）
を
越
え
る
道
で
あ
っ
た
（
図
１

―
１
、
ｅ
）。
要
す
る
に
、
観
音
峠
が
、
標
高
二
七
〇
メ
ー
ト
ル
で

か
な
り
の
「
峻
坂
嶮
路
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
京
都
府

の
案
に
対
し
て
、
京
都
府
会
の
常
置
委
員
を
中
心
に
し
て
観
音
峠

を
越
え
る
道
が
主
張
さ
れ
て
い
く
。
い
わ
ば
、
京
都
府
当
局
と
常

置
委
員
の
間
で
路
線
を
め
ぐ
っ
て
対
決
し
、
そ
の
対
立
は
一
八
八

四
年
（
明
治
一
七
）
に
及
ん
だ
。

こ
の
路
線
問
題
が
京
都
府
会
で
議
論
に
な
る
の
は
、
一
八
八
二

年
（
明
治
一
五
）
四
月
二
九
日
、
一
八
八
二
年
度
京
都
府
会
で
船

井
郡
木
崎
村
か
ら
高
岡
村
ま
で
の
新
道
開
鑿
費
一
万
三
四
四
円
余

（
内
訳
は
、
道
路
費
が
八
八
三
一
円
余
、
橋
梁
費
が
四
五
七
円
余
、

敷
地
買
上
建
家
引
退
料
が
九
五
五
円
、
測
量
費
が
一
〇
〇
円
で
あ

る
）
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る

（
12
）

。

一
八
八
二
年
度
（
明
治
一
五
）
府
会
に
お
い
て
は
、
京
都
府
は

観
音
峠
を
通
ら
ず
に
八
田
峠
を
通
っ
て
高
岡
村
へ
の
道
を
提
示
し

た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
論
が
出
た
。
五
月
一
日
、
船
井
郡
木
崎
村

出
身
（
現
園
部
町
）
の
奥
村
新
之
丞
は
、
八
田
峠
を
迂
回
し
な
い

で
観
音
峠
の
麓
の
字
大
谷
よ
り
須
知
も
よ
り
の
水
戸
村
に
達
す
る

ほ
う
が
い
い
、
と
述
べ
た

（
13
）

。
し
か
し
、
問
題
は
、
京
都
府
そ
の
も

の
が
準
備
不
足
で
完
全
に
路
線
を
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
議
会
で
答
弁
や
説
明
に
た
っ
た
白
木

為
政
技
手
が
、「
八
田
・
観
音
ヲ
経
ス
シ
テ
他
ニ
一
路
線
ア
リ
、
現

今
方
ニ
測
量
ニ
従
事
ス
」

（
14
）

な
ど
と
い
う
発
言
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
加
佐
郡
岡
田
上
村
出
身
の
岩
田
誼
太
郎
が
「
本
項

ヲ
削
除
セ
ン
、
何
ト
ナ
レ
ハ
路
線
ノ
一
定
ス
ル
ヲ
待
テ
之
カ
費
額

ヲ
議
シ
テ
可
ナ
リ
、（
中
略
）
故
ニ
本
年
ハ
之
ヲ
削
除
シ
実
地
測
量

ノ
上
路
線
ヲ
定
ル
ヲ
待
テ
金
額
ヲ
議
セ
バ
亦
可
ナ
ラ
ス
ヤ
」
と
い

う
削
除
説
を
出
し
、
相
楽
郡
選
出
の
柳
沢
三
郎
や
宇
治
郡
出
身
の

吉
井
省
三
な
ど
七
人
が
賛
成
す
る
事
態
に
も
な
っ
た

（
15
）

。
一
応
「
高

岡
」
を
「
須
知
」
と
す
る
こ
と
で
五
月
二
日
に
一
万
五
〇
〇
円
で

． 
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可
決
さ
れ
た
が

（
16
）

、
京
都
府
の
計
画
の
ず
さ
ん
さ
は
明
ら
か
で
あ
っ

た
。結

局
の
と
こ
ろ
、
工
事
予
算
は
通
っ
た
も
の
の
工
事
は
実
施
さ

れ
ず
、
一
八
八
三
年
（
明
治
一
六
）
に
な
っ
て
も
実
施
さ
れ
な
か

っ
た
。
一
八
八
三
年
度
府
会
中
の
一
八
八
三
年
（
明
治
一
六
）
三

月
一
二
日
、
昨
年
度
の
事
業
が
遅
れ
た
理
由
を
説
明
せ
よ
と
の
質

問
に
対
し
、
井
上
益
孝
四
等
属
は
、「
観
音
峠
ハ
路
線
捜
索
ニ
数
月

間
ヲ
費
シ
漸
ク
測
量
ヲ
卒
ヘ
タ
ル
ニ
、
種
々
困
難
ナ
ル
事
情
ア
ル

コ
ト
ヲ
発
見
シ
、
終
ニ
之
ヲ
八
田
峠
ニ
改
ム
ル
コ
ト
ト
セ
リ
」

（
17
）

、

と
述
べ
た
が
、
こ
の
後
に
も
工
事
の
着
手
は
な
か
っ
た
。
常
置
委

員
伊
東
熊
夫
は
、「
車
道
ノ
工
事
ニ
付
キ
是
迄
数
回
ノ
失
敗
ヲ
取
リ

シ
ハ
全
ク
路
線
ノ
確
定
セ
サ
ル
処
ニ
費
目
ヲ
置
キ
タ
ル
ニ
職
由
セ

リ
」
と
そ
の
失
敗
の
原
因
を
語
っ
た

（
18
）

。

一
八
八
四
年
度
（
明
治
一
七
）
通
常
府
会
で
は
、
八
田
峠
を
通

る
道
を
主
張
す
る
京
都
府
側
と
観
音
峠
を
主
張
す
る
常
置
委
員
ら

と
の
全
面
対
決
の
場
に
な
っ
た
。
な
お
、
一
八
八
二
年
度
府
会
に

お
い
て
八
田
峠
や
観
音
峠
を
通
ら
な
い
路
線
の
検
討
を
京
都
府
側

は
述
べ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
大
き
く
東
に
迂
回
す
る
道
で
、
船
井

郡
鳥
羽
村
（
現
八
木
町
）
よ
り
殿
田
村
（
現
日
吉
町
）、
胡
麻
野

（
現
日
吉
町
）
お
よ
び
富
田
村
（
現
丹
波
町
）
を
経
て
橋
爪
村
（
減

瑞
穂
町
）
に
達
す
る
道
で
あ
っ
た
（
図
１
―
１
、
ｆ
）。
こ
れ
は
、

よ
り
平
坦
な
道
で
あ
っ
た
が
、
一
八
八
四
年
度
議
会
で
の
田
所
重

礼
技
手
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
実
測
の
結
果
、
費
額
が
八
万
余
円
と

多
額
で
、
旧
山
陰
道
と
比
較
す
る
な
ら
ば
一
里
三
〇
町
の
迂
回
と

な
り
、
し
か
も
園
部
・
須
知
の
市
街
と
離
れ
る
と
い
う
難
点
が
あ

り
、
結
局
の
と
こ
ろ
京
都
府
は
八
田
峠
の
路
線
を
選
択
し
て
い
た

（
19
）

。

府
庁
側
の
八
田
峠
が
良
い
と
い
う
理
由
は
、
要
す
る
に
、
観
音
峠

の
道
に
く
ら
べ
る
と
、
里
程
が
遠
く
な
っ
て
も
勾
配
の
あ
る
部
分

が
少
な
く
道
路
が
平
坦
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
車
馬
の
通
行
に
便

益
が
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た

（
20
）

。
こ
れ
に
対
す
る
常
置
委
員
奥

村
新
之
丞
の
意
見
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
①
八
田
峠
の
路

線
は
、
勾
配
は
緩
や
か
で
あ
る
が
、
迂
回
は
甚
だ
し
く
、
か
つ
路

線
は
渓
谷
の
間
に
あ
っ
て
陰
気
で
あ
る
。
②
実
地
の
調
査
に
よ
れ

ば
、
観
音
峠
を
一
五
間
切
り
下
げ
る
と
き
は
八
田
峠
よ
り
一
九
丁

五
〇
間
余
近
く
、
一
〇
間
切
り
下
げ
る
と
き
は
一
六
丁
三
一
間
近

く
、
五
間
切
り
下
げ
る
と
き
は
一
三
丁
一
〇
間
余
近
く
、
切
り
下

げ
な
く
と
も
な
お
九
丁
五
〇
間
余
近
い
。
③
こ
の
迂
遠
で
あ
る
八

田
峠
を
開
鑿
し
て
も
そ
の
甲
斐
な
く
旧
道
（
観
音
峠
の
道
）
を
通

行
す
る
も
の
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
菟
原
峠
（
細
野
峠
）
が
そ
の
失

敗
の
例
に
な
る
の
で
は
な
い
か

（
21
）

。
④
ま
た
、
費
用
が
多
い
と
い
う

説
が
あ
る
が
、
方
法
に
よ
り
必
ず
し
も
多
費
を
要
し
な
い
。
そ
の

費
用
が
同
じ
で
あ
れ
ば
む
し
ろ
旧
道
を
採
用
し
た
方
が
良
い
。
ま
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し
て
や
園
部
市
街
よ
り
一
三
〇
〇
円
、
木
崎
村
・
水
戸
村
・
新
水

戸
村
よ
り
人
足
四
〇
〇
〇
人
を
寄
付
し
て
そ
の
工
事
を
助
け
た
い

と
の
出
願
が
あ
る
。
④
主
任
は
勾
配
の
一
点
に
着
意
し
て
八
田
峠

を
可
と
す
る
が
（
観
音
峠
は
三
寸
勾
配
）、
二
寸
、
一
寸
の
勾
配
は

八
田
峠
の
方
に
多
い
。
今
本
員
の
意
見
の
よ
う
に
す
る
な
ら
ば
、

五
間
切
り
下
げ
の
費
用
を
地
方
税
よ
り
出
し
、
寄
付
金
に
よ
っ
て

五
間
か
ら
一
〇
間
ま
で
の
切
り
下
げ
が
で
き
る
。
そ
う
な
れ
ば
半

里
以
上
近
く
な
る
だ
ろ
う

（
22
）

。

こ
の
後
、
車
道
の
路
線
を
八
田
峠
に
す
る
か
観
音
峠
に
す
る
か

を
め
ぐ
っ
て
、
京
都
府
の
田
所
重
礼
四
等
属
と
観
音
峠
派
（
奥
村

新
之
丞
、
川
勝
光
之
助
等
常
置
委
員
）、
の
論
戦
は
延
々
と
続
い
た

（
23
）

。

し
か
し
、
三
月
一
三
日
の
土
木
費
第
二
次
会
の
採
決
に
よ
っ
て
常

置
委
員
等
の
観
音
峠
派
が
勝
利
し
、
三
月
一
九
日
の
土
木
費
審
議

の
第
三
次
会
で
も
こ
の
路
線
が
可
決
さ
れ
た

（
24
）

。

ｃ

七
条
通
か
松
原
通
か

明
治
二
〇
年
度
京
都
府
会
に
お
い
て
、
急
浮
上
し
た
の
が
、
京

都
市
中
の
起
点
の
路
線
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治

一
四
年
度
通
常
府
会
に
号
外
議
案
と
し
て
提
出
さ
れ
た
「
京
都
ヨ

リ
宮
津
ニ
至
ル
車
道
開
鑿
費
参
考
仕
訳
書
」
に
も
ら
れ
た
開
鑿
計

画
に
は
、
実
際
に
車
道
と
し
て
実
現
す
る
七
条
大
宮
か
ら
川
勝
寺

村
を
経
て
桂
川
を
渡
り
下
桂
村
・
川
島
村
を
経
て
岡
村
（
樫
原
宿
）

ま
で
の
開
鑿
は
設
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
設
定
は
さ

れ
て
い
な
く
て
も
、
山
陰
道
（
京
街
道
）
を
と
る
限
り
、
七
条
を

西
に
進
み
（
七
条
街
道
）、
川
勝
寺
村
を
通
っ
て
桂
川
を
わ
た
る
と

い
う
ル
ー
ト
は
自
明
の
前
提
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、

京
都
府
は
こ
れ
に
大
き
な
変
更
を
加
え
よ
う
と
す
る
。
一
八
八
六

年
（
明
治
一
九
）
一
一
月
二
五
日
、
一
八
八
七
年
度
通
常
府
会
の

一
八
八
七
年
度
（
明
治
二
〇
）
よ
り
一
八
九
〇
年
度
（
明
治
二
三
）

に
至
る
地
方
税
土
木
費
中
車
道
開
鑿
支
出
予
算
の
審
議
に
お
い
て
、

大
き
な
路
線
の
変
更
が
提
起
さ
れ
た
。
京
都
よ
り
葛
野
郡
に
出
る

道
路
は
旧
道
を
変
更
し
て
松
原
に
新
道
を
つ
く
る
と
い
う
変
更
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
松
原
よ
り
川
勝
寺
に
新
道
を
つ
く
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
（
図
１
―
１
、
ｇ
）。
多
田
郁
夫
土
木
課
長
の
言
に

よ
れ
ば
、
こ
の
新
道
は
、「
変
更
中
ノ
最
モ
著
シ
キ
モ
ノ
」

（
25
）

で
あ
っ

た
。
な
ぜ
、
旧
来
の
七
条
通
で
は
な
く
松
原
通
な
の
か
。
多
田
は
、

次
の
よ
う
に
言
う
。「
京
都
ヨ
リ
丹
波
ニ
達
ス
ル
路
線
中
西
七
条
等

ニ
至
リ
テ
ハ
、
狭
隘
ニ
シ
テ
車
馬
ノ
行
合
等
ニ
ハ
大
ニ
困
難
ヲ
覚

ヘ
、
殊
ニ
七
条
通
ハ
京
都
ノ
極
南
ニ
シ
テ
地
勢
モ
一
方
ニ
偏
ス
レ

バ
、
上
下
京
ニ
関
係
ア
ル
道
路
ト
シ
テ
ハ
松
原
通
ヲ
可
ト
ス
、
松

原
通
ト
ス
レ
バ
路
線
モ
従
前
ヨ
リ
幅
ヲ
広
ク
シ
往
来
ノ
便
ヲ
益
シ
、

且
ツ
三
条
街
道
ト
モ
連
絡
ヲ
通
ジ
船
筏
ニ
モ
便
利
ヲ
与
フ
ル
コ
ト

ア
ル
ベ
シ
」

（
26
）

、「
桂
川
ヨ
リ
京
都
迄
ニ
テ
路
線
ノ
変
更
ス
ル
ハ
紙
屋

． 
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川
線
路
ナ
リ
、
従
前
ノ
七
条
街
道
ハ
実
ニ
京
都
ノ
極
南
ナ
レ
バ
上

下
京
区
ヨ
リ
観
察
セ
バ
松
原
ニ
変
更
ス
ル
方
便
利
ナ
ラ
ン
ト
思
考

ス
ル
ナ
リ
、
若
シ
便
益
上
ヨ
リ
セ
バ
四
条
街
道
ニ
ス
ル
方
最
妙
ナ

ラ
ン
ト
信
ス
、
則
其
費
用
ハ
弐
万
四
千
八
百
三
拾
七
円
ナ
リ
」

（
27
）

、

「
元
来
車
道
ハ
郡
区
互
ニ
利
ヲ
得
ル
ノ
目
的
ヨ
リ
成
立
タ
ル
モ
ノ
ナ

レ
バ
、
七
条
ニ
テ
ハ
上
下
京
区
ノ
南
方
ニ
偏
ス
ル
ヲ
以
テ
少
シ
ク

之
ヲ
上
ニ
昇
ボ
シ
テ
区
郡
ノ
便
利
ヲ
計
ラ
ン
ガ
為
メ
ナ
リ
」

（
28
）

。

要
は
、「
七
条
通
ハ
京
都
ノ
極
南
」
で
、
京
都
の
中
心
市
街
よ
り

遠
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
当
時
京
都
の
上
京
区
と
下

京
区
の
境
は
三
条
通
で
あ
り
、
三
条
通
は
東
海
道
の
終
点
で
あ
っ

た
。
三
条
通
に
近
い
と
こ
ろ
を
京
都
か
ら
丹
波
・
丹
後
へ
の
始
発

と
す
れ
ば
四
条
通
が
適
当
で
あ
る
が
、
四
条
通
は
当
時
す
で
に
繁

華
街
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
工
事
は
か
な
り
の
金
が
か
か
る
だ

ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
四
条
通
よ
り
は
南
、
七
条
通
よ
り
も
、
そ
し

て
五
条
通
よ
り
も
北
で
中
心
市
街
に
よ
り
近
い
と
い
う
こ
と
で
松

原
通
が
考
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
中
心
市
街
に
よ
り
近

い
と
こ
ろ
に
設
定
す
る
こ
と
は
、
車
道
の
地
方
税
の
支
出
費
用
の

割
合
が
、
郡
部
約
七
割
、
区
部
約
三
割
（
一
八
八
七
〜
八
九
年
度

原
案
総
額
お
よ
び
決
議
額
総
額
の
割
合
）
で
区
に
対
す
る
配
慮
の

た
め
に
も
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
選
択
が
工
事

費
用
の
問
題
で
選
択
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
多
田
郁
夫
土

木
課
長
が
、「
費
用
ノ
多
寡
ヨ
リ
見
積
リ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ス
」

（
29
）

、
と
述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

多
田
の
見
通
し
で
は
、
旧
道
（
七
条
通
）
は
幾
分
の
改
修
を
加

え
れ
ば
よ
い
の
で
さ
ほ
ど
の
費
用
は
必
要
で
は
な
い
が
、
新
道
の

場
合
は
地
所
の
買
い
上
げ
な
ど
旧
道
よ
り
多
く
の
費
用
が
必
要
で

あ
っ
た

（
30
）

。

し
か
し
、
こ
の
新
道
計
画
は
、
車
道
経
費
予
算
の
減
額
の
動
き

の
中
で
破
綻
を
し
て
い
く
。

一
八
八
七
年
度
（
明
治
二
〇
）
通
常
府
会
で
は
、
一
八
八
七
年

度
以
降
の
車
道
経
費
予
算
も
審
議
さ
れ
、
決
定
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
こ
に
提
出
さ
れ
た
京
都
府
当
局
の
原
案
総
額
は
一
八
八
七
〜
八

九
年
度
（
明
治
二
〇
〜
二
二
）
の
三
年
間
の
総
額
で
一
六
万
五
〇

九
三
円
余
で
あ
っ
た

（
31
）

。
こ
の
予
算
は
、
そ
の
後
い
く
つ
も
の
修
正

説
が
入
り
乱
れ
、
最
終
的
に
は
一
八
八
七
〜
八
九
年
度
の
三
年
間

の
総
額
で
一
三
万
二
〇
七
四
円
余
、
た
だ
し
こ
の
中
に
五
万
円
の

国
庫
補
助
請
願
金
が
入
る
た
め
実
質
的
に
は
八
万
二
〇
七
四
円
余

の
地
方
税
支
出
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

（
32
）

。
要
す
る
に
、
原
案
一
六

万
円
余
か
ら
八
万
円
余
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
半
分
の
予
算

で
工
事
を
施
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

（
33
）

。
そ
う
で
あ
る
以
上
、

新
道
路
線
は
放
棄
し
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
府

会
議
員
た
ち
の
次
の
よ
う
な
発
言
に
現
れ
て
く
る
。「
総
額
ヲ
減
ゼ
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シ
ハ
多
少
寄
附
金
モ
ア
ラ
ン
ト
思
ヒ
、
且
桂
川
以
東
モ
少
シ
目
論

見
ヲ
変
ヘ
旧
道
ニ
依
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
由
ル
ナ
リ
」

（
34
）（

寺
内
計
之
助
、

紀
伊
郡
選
出
）、「
桂
川
以
東
ノ
目
論
見
モ
少
シ
変
シ
テ
旧
道
ニ
依

リ
寄
附
モ
奨
励
ス
ル
積
ナ
リ
」

（
35
）

（
畑
道
名
、
上
京
区
選
出
）、「
此
車

道
開
鑿
工
事
ノ
コ
ト
ニ
付
テ
岡
村
ヨ
リ
京
都
ニ
達
ス
ル
道
路
ヲ
変

換
シ
旧
道
ニ
為
ン
ト
ス
ル
コ
ト
等
モ
経
費
節
減
ノ
一
理
由
ナ
リ
」

（
36
）

（
喜
多
川
孝
経
、
綴
喜
郡
選
出
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
松
原
通
の

路
線
は
も
う
一
度
七
条
通
の
路
線
に
再
変
更
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

②
　
経
費

当
初
工
事
は
五
年
間
で
一
七
万
五

三
一
八
円
余
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、

最
終
的
に
一
八
八
九
年（
明
治
二
二
）

八
月
の
完
成
時
ま
で
八
年
間
三
一
万

八
六
一
〇
円
余
の
費
用
を
要
し
た
。

こ
の
内
訳
を
記
し
た
の
が
、
表
５
で

あ
る
。
地
方
税
支
出
が
二
〇
万
九
一

八
円
余
で
六
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、

国
庫
補
助
金
が
八
万
円
で
二
五
・
一

パ
ー
セ
ン
ト
、
寄
付
金
が
三
万
七
六

九
一
円
余
で
一
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

で
あ
る
。
地
方
税
支
出
、
国
庫
補
助
金
、
寄
付
金
が
ど
の
よ
う
に

決
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
集
め
ら
れ
た
か
を
見
て
み
よ
う
。

ａ

地
方
税
支
出

表
６
は
、
一
八
八
一
年
度
（
明
治
一
四
）
か
ら
一
八
八
九
年
度

（
明
治
二
二
）
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
車
道
経
費
の
原
案
と
決
議

額
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
八
八
五
年
度
を
除
き
、
常
に
原
案

は
府
会
審
議
の
過
程
で
減
額
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
よ

． 

種類 金額 割合（％）
国庫補助金 80,000円 25.1
地方税 200,918円43銭3厘 63.1
寄付金 37,691円93銭3厘 11.8
合計 318,610円36銭6厘 100

表５　京都宮津間車道工費収入区分

出典：「京都宮津間車道開鑿工事成蹟表」

年度 原案 決議額 減額
1881（明治14） 35,000 25,000 10,000
1882（明治15） 40,275 27,063 13,212
1883（明治16） 27,377 7,899 19,478
1884（明治17） 39,699 29,832 9,867
1885（明治18） 20,726 22,000 +1274
1886（明治19） 24,704 23,878 826
1887（明治20） 45,000 25,000 20,000
1888（明治21） 60,000 53,500 6,500
1889（明治22） 60,094 53,575 6,519

表６　府会審議の車道経費（単位：円）

出典：『京都府会沿革誌』270～278頁。『明治二十年度京都

府会決議録』57～58丁

備考：①経費の記述は、銭・厘以下は四捨五入した。

②1887～89年度原案総額は16万5093円で、同年度の

決議額総額は13万2075円であるが、決議額総額の

中には５万円の国庫補助金請願があり、地方税の

総額では８万2075円である。
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う
。
背
景
に
は
、
明
治
一
〇
年
代
後
半
の
松
方
デ
フ
レ
に
よ
る
不

況
の
影
響
、
お
よ
び
監
獄
署
建
築
や
第
三
高
等
中
学
校
誘
致
な
ど

の
臨
時
出
費
の
し
わ
よ
せ
な
ど
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
減
額

は
一
八
八
七
年
度
通
常
府
会
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
常
置
委
員
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
車
道
工
事
を
推
進
す
る

こ
と
を
前
提
と
し
た
減
額
で
あ
り
、
む
や
み
に
減
額
が
図
ら
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。

以
下
各
年
度
で
見
て
み
よ
う
。
な
お
、
会
計
年
度
は
一
八
八
一

年
度
（
明
治
一
四
）
〜
一
八
八
四
年
度
（
明
治
一
七
）
ま
で
は
七

月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で
、
一
八
八
五
年
度
（
明
治
一
八
）
は
一
八

八
五
年
七
月
よ
り
翌
年
三
月
ま
で
、
一
八
八
六
年
度
（
明
治
一
九
）

〜
一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）
は
四
月
よ
り
翌
年
三
月
ま
で
で
あ

っ
た
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

【
一
八
八
一
年
度
（
明
治
一
四
）
通
常
府
会
】（
一
八
八
一
年
五
月

七
日
開
会
、
八
月
一
八
日
閉
会
）

こ
の
府
会
の
場
合
、
京
都
宮
津
間
車
道
地
方
税
支
出
原
案
（
以

下
「
原
案
」
と
い
う
場
合
こ
の
意
味
で
使
用
す
る
）
は
三
万
五
千

円
で
あ
っ
た
が
決
議
額
は
一
万
円
を
減
じ
て
二
万
五
千
円
に
な
っ

た
。
審
議
に
入
る
前
に
原
案
を
検
討
し
た
「
常
置
委
員
意
見
報
告

書
」
で
は
、
葛
野
郡
岡
村
（
樫
原
宿
）
か
ら
南
桑
田
郡
川
関
村

（
現
亀
岡
市
）
ま
で
の
工
事
（
こ
の
間
の
老
ノ
坂
は
切
下
げ
）
を
予

定
し
、
こ
の
費
用
を
積
極
的
に
三
万
六
千
円
と
し
た

（
37
）

。
し
か
し
、

綴
喜
郡
選
出
議
員
田
宮
勇
は
、
本
年
度
は
地
方
税
項
目
も
増
加
し

た
こ
と
に
よ
り
「
民
力
ニ
堪
ヘ
難
キ
」
と
い
う
理
由
に
よ
り
一
万

円
減
額
と
工
事
を
七
年
間
に
す
る
こ
と
を
主
張
し
た

（
38
）

。
ま
た
、
綴

喜
郡
選
出
の
西
川
義
延
は
、
工
事
区
間
を
岡
村
か
ら
南
桑
田
郡

柏
原

か
せ
ば
ら

村
（
現
亀
岡
市
、
川
関
村
よ
り
も
か
な
り
南
）
ま
で
に
区
間

を
短
縮
す
る
一
方
、
与
謝
郡
の
栗
田
峠
の
開
鑿
の
予
算
（
水
力
に

よ
る
切
下
げ
）
も
追
加
す
る
こ
と
を
求
め
つ
つ
予
算
は
二
万
五
千

円
に
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
結
局
、
こ
の
西
川
の
論
が
過
半
数
で

可
決
さ
れ
た

（
39
）

。
そ
の
後
こ
の
西
川
の
論
を
も
と
に
修
正
案
が
作
ら

れ
、
工
事
区
間
が
岡
村
よ
り
船
井
郡
八
木
村
ま
で
延
長
さ
れ
る
が
、

一
方
で
経
費
の
内
に
各
地
有
志
人
民
よ
り
の
寄
付
を
加
え
て
二
万

五
千
円
と
す
る
い
う
形
で
決
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る

（
40
）

。

【
一
八
八
二
年
度
（
明
治
一
五
）
通
常
府
会
】（
一
八
八
二
年
三
月

二
八
日
開
会
、
六
月
一
四
日
閉
会
）

こ
の
府
会
の
場
合
、
原
案
は
四
万
二
七
四
円
余
で
あ
っ
た
が
、

最
終
的
に
は
そ
の
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
一
万
三
二
一
二
円
余

が
減
額
さ
れ
、
二
万
七
〇
六
二
円
余
と
な
っ
た
。
こ
の
減
額
の
背

景
に
は
、
こ
の
年
京
都
の
監
獄
署
が
消
失
し
、
そ
の
建
築
費
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た

（
41
）

。
ま
た
、
久
世
郡
選
出
岡
西
万

造
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
民
力
の
疲
弊
を
理
由
に
し
た
廃
案
説
が



京都宮津間車道開鑿工事（中）

43

で
た
の
も
こ
の
年
度
の
特
徴
で
あ
っ
た

（
42
）

。
し
か
し
、
一
万
三
二
一

二
円
余
の
減
額
の
最
大
の
理
由
は
、
加
佐
郡
由
良
村
か
ら
与
謝
郡

波
路
村
ま
で
の
新
道
開
鑿
費
が
原
案
の
一
万
四
九
五
二
円
余
か
ら

一
五
〇
〇
円
に
大
幅
に
削
減
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た

（
43
）

。
も
と
も
と
、

原
案
で
想
定
さ
れ
て
い
た
工
事
は
、
従
来
の
七
曲
八
峠
（
長
尾
峠
）

を
避
け
て
通
す
由
良
村
の
海
岸
の
新
道
と
栗
田
峠
の
切
下
げ
費
用

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
内
の
由
良
海
岸
の
新
道
は
こ
の
年
度
は
工
事

を
行
わ
ず
、
栗
田
峠
を
水
力
で
切
下
げ
す
る
と
す
れ
ば
一
五
〇
〇

円
の
費
用
で
ま
か
な
え
る
と
い
う
田
宮
勇
の
主
張
が
過
半
数
で
可

決
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た

（
44
）

。

【
一
八
八
三
年
度
（
明
治
一
六
）
通
常
府
会
】（
一
八
八
三
年
三
月

一
〇
日
開
会
、
同
月
二
八
日
閉
会
）

こ
の
府
会
の
場
合
は
、
車
道
予
算
中
も
っ
と
も
大
き
な
削
減
に

な
っ
た
。
原
案
二
万
七
三
七
六
円
余
が
七
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た

る
一
万
九
四
七
八
円
余
が
削
減
さ
れ
、
七
八
九
九
円
余
に
な
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
大
幅
な
減
額
は
常
置
委
員
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、

そ
れ
が
確
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
常
置
委
員
伊
東
熊
夫
（
綴
喜
郡
選

出
）
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
本
年
度
ハ
確
定
シ
タ
ル
路
線
ノ
外
ハ
金

ヲ
出
サ
ヽ
ル
ノ
積
リ
ナ
リ
」
と
の
方
針
を
も
と
に
観
音
峠
も
し
く

は
八
田
峠
の
路
線
が
確
定
し
て
い
な
い
と
し
て
こ
れ
を
次
年
度
ま

わ
し
に
し
、
栗
田
峠
と
菟
原
峠
（
細
野
峠
）、
王
子
村
お
よ
び
大
朴

峠
の
工
事
を
お
こ
な
い
、
不
足
額
は
昨
年
の
金
を
流
用
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
栗
田
峠
に
つ
い
て
は
、「
栗
田
峠
ニ
ハ

売
間
九
兵
衛
ナ
ル
熱
心
家
ア
リ
テ
私
金
ヲ
擲
チ
水
力
ヲ
籍
テ
開
鑿

ニ
従
事
セ
リ
」、
と
こ
ろ
が
一
年
で
も
工
事
を
休
む
よ
う
な
こ
と
が

あ
れ
ば
、
切
り
下
げ
の
た
め
の
水
路
も
塞
が
り
事
業
も
烏
有
に
属

す
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
た
め
の
費
用
千
円
が
予
定
さ
れ

た
（
45
）

。
す
な
わ
ち
、
七
八
九
九
円
は
観
音
峠
（
も
し
く
は
八
田
峠
）

を
全
く
除
い
て
そ
の
他
の
事
業
を
合
算
し
た
金
額
で
あ
っ
た
。

【
一
八
八
四
年
度
（
明
治
一
七
）
通
常
府
会
】（
一
八
八
四
年
三
月

一
〇
日
開
会
、
四
月
一
五
日
閉
会
）

こ
の
府
会
の
場
合
、
原
案
は
三
万
六
九
九
八
円
余
で
あ
っ
た
が
、

九
八
六
七
円
余
削
減
さ
れ
て
二
万
九
八
三
二
円
余
の
決
議
額
に
な

っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
年
八
田
峠
路
線
が
常
置
委

員
等
に
否
定
さ
れ
、
観
音
峠
切
り
下
げ
路
線
に
変
更
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
八
田
峠
路
線
の
二
万
二
二
八
一
円
余
が
観
音
峠
切
り
下

げ
路
線
の
二
万
四
二
〇
七
円
余
に
一
九
二
六
円
に
増
加
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
年
栗
田
峠
は
切
り
下
げ
で
は
な
く
隧
道
（
ト
ン
ネ
ル
）

開
鑿
に
変
更
さ
れ
、
そ
の
費
用
と
し
て
一
万
三
二
〇
〇
円
が
計
上

さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
栗
田
峠
隧
道
東
西
口
開
鑿
費
二
八
三
〇
円
と

し
て
一
万
円
以
上
減
額
さ
れ
て
い
た

（
46
）

。
こ
の
「
栗
田
峠
隧
道
東
西

口
開
鑿
費
」
と
い
う
の
は
微
妙
な
表
現
で
、
川
勝
光
之
助
（
南
桑
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田
郡
選
出
）
が
述
べ
た
よ
う
に
、
栗
田
峠
の
東
西
両
口
を
切
り
下

げ
、
中
間
を
隧
道
に
す
る
予
定
と
い
う
も
の
で

（
47
）

、
こ
の
二
八
三
〇

円
は
隧
道
工
事
の
予
算
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
減
額
は
栗
田
峠
の

開
鑿
を
従
来
通
り
の
切
り
下
げ
に
す
る
か
、
あ
る
い
は
隧
道
に
す

る
か
を
明
確
に
定
め
ず
に
、
決
定
を
先
送
り
し
た
予
算
処
置
で
あ

っ
た
。

【
一
八
八
五
年
度
（
明
治
一
八
）
府
会
】（
一
八
八
五
年
三
月
七
日

開
会
、
四
月
一
一
日
閉
会
）

こ
の
府
会
で
は
、
二
万
七
二
六
円
余
の
原
案
が
常
置
委
員
に
よ

っ
て
二
万
二
〇
〇
〇
円
に
増
額
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
に
は
与
謝

郡
上
司
町
よ
り
宮
津
ま
で
の
道
路
開
鑿
費
原
案
二
万
六
〇
〇
円
余

が
一
万
五
五
三
九
円
に
減
額
さ
れ
て
い
る
が
、
よ
う
や
く
本
格
的

に
栗
田
峠
の
隧
道
（
ト
ン
ネ
ル
）
の
予
算
が
つ
い
た
年
で
あ
っ
た
。

増
額
の
理
由
は
、
原
案
に
は
な
か
っ
た
丹
波
の
残
工
事
で
あ
る
船

井
郡
水
原
村
（
現
瑞
穂
町
）
新
道
よ
り
菟
原
村
（
現
三
和
町
）
新

道
ま
で
の
道
路
開
鑿
費
六
四
六
〇
円
余
が
追
加
さ
れ
た
た
め
で
あ

る
（
48
）

。
し
か
し
、
こ
の
年
は
松
方
デ
フ
レ
の
不
況
下
の
中
で
さ
ま
ざ

ま
な
減
額
の
動
き
が
あ
っ
た
。
乙
訓
郡
の
中
で
も
車
道
に
直
接
関

わ
り
を
持
た
な
い
今
里
村
出
身
（
現
長
岡
京
市
）
の
正
木
安
左
衛

門
は
、
与
謝
郡
上
司
町
よ
り
宮
津
ま
で
の
道
路
開
鑿
費
一
万
五
五

三
九
円
余
の
み
み
と
め
、
他
の
予
算
は
す
べ
て
削
除
を
主
張
し
た
。

今
日
世
上
一
般
が
衰
退
の
極
度
に
陥
っ
て
い
る
状
況
に
際
し
て
こ

と
さ
ら
原
案
外
の
工
事
予
算
を
置
く
の
は
穏
当
で
は
な
い
、
と
い

う
の
が
理
由
で
あ
っ
た

（
49
）

。
ま
た
、
こ
れ
も
車
道
に
直
接
か
か
わ
り

の
な
い
相
楽
郡
選
出
の
柳
沢
三
郎
は
、
目
下
民
間
の
疲
弊
困
難
は

そ
の
極
度
に
沈
み
、
区
部
を
徘
徊
す
れ
ば
毎
戸
貸
家
の
標
札
を
見

な
い
こ
と
は
な
く
、
郡
部
を
徘
徊
す
れ
ば
公
売
処
分
は
日
に
月
に

多
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
、
自
分
の
居
村
で
あ
る
相
楽
郡

上
狛
村
は
寒
村
僻
地
で
一
〇
〇
戸
程
度
の
村
で
あ
る
が
、
不
納
処

分
を
受
け
て
い
る
者
は
一
〇
中
の
二
な
い
し
三
で
あ
る
と
し
て
、

車
道
予
算
の
全
額
削
除
を
主
張
し
た

（
50
）

。
福
知
山
以
北
の
工
事
に
対

す
る
危
惧
の
声
も
あ
っ
た
。
こ
れ
も
直
接
車
道
に
か
か
わ
ら
な
い

北
桑
田
郡
選
出
の
野
尻
岩
次
郎
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
福

知
山
ま
で
の
工
事
は
ほ
ぼ
成
功
し
、
水
原
峠
の
工
事
が
残
っ
た
の

み
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
そ
れ
よ
り
北
は
舟
運
の
便
が
あ
る
。

ま
た
、
舞
鶴
・
宮
津
の
間
は
海
船
の
便
利
が
あ
る
の
で
工
事
を
継

続
し
な
く
て
も
差
し
支
え
な
い
。
た
と
え
工
事
を
継
続
し
竣
工
し

た
と
し
て
も
、
舟
運
・
海
運
が
盛
大
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
開
鑿

の
新
道
は
日
な
ら
ず
し
て
蒙
々
草
の
生
長
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
（
51
）

。
結
局
の
所
、
常
置
委
員
に
よ
る
二
万
二
〇
〇
〇
円
の
修
正
は

土
木
費
審
議
の
第
三
次
会
で
四
一
名
の
過
半
数
で
可
決
さ
れ
る
が
、

正
木
の
一
万
五
五
三
九
円
余
説
も
三
一
名
の
賛
成
者
が
あ
っ
た

（
52
）

。
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【
一
八
八
六
年
度
（
明
治
一
九
）
通
常
府
会
】（
一
八
八
五
年
一
一

月
二
一
日
開
会
、
一
二
月
一
九
日
閉
会
）

こ
の
府
会
で
は
、
原
案
二
万
四
七
〇
四
円
を
常
置
委
員
が
八
二

七
円
減
額
し
て
二
万
三
八
七
七
円
に
な
っ
た

（
53
）

。
こ
の
費
用
の
ほ
と

ん
ど
は
加
佐
郡
由
良
村
よ
り
与
謝
郡
上
司
町
に
至
る
新
道
開
鑿
費
、

す
な
わ
ち
難
所
で
あ
る
長
尾
峠
を
避
け
て
由
良
海
岸
の
道
路
開
鑿

費
で
あ
っ
た

（
54
）

。
常
置
委
員
修
正
説
は
、
原
案
の
金
額
か
ら
二
割
を

減
じ
、
そ
れ
に
前
年
度
栗
田
峠
以
西
の
残
工
事
四
〇
九
一
円
余
を

加
え
て
成
り
立
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
二
割
の
減
額
の
内
一
割
は

工
事
の
減
額
で
あ
る
が
、
あ
と
の
一
割
は
寄
付
金
で
補
充
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
て
い
た

（
55
）

。
こ
の
年
も
不
況
を
理
由
に
し
た
削
減
説

が
あ
い
つ
い
だ
。
一
貫
し
て
民
力
の
疲
弊
を
訴
え
て
い
た
正
木
安

左
衛
門
は
、
土
木
費
審
議
の
第
一
次
会
で
は
、
補
助
金
の
指
令
が

出
る
ま
で
工
事
を
中
止
す
べ
き
と
述
べ

（
56
）

、
そ
の
後
の
土
木
費
修
正

案
の
審
議
で
は
、
王
子
村
仮
橋
取
除
跡
埋
立
費
一
一
一
円
を
の
ぞ

き
悉
皆
削
除
す
る
べ
き
だ
、
と
述
べ
て
い
る

（
57
）

。

【
一
八
八
七
年
度
（
明
治
二
〇
）
通
常
府
会
】（
一
八
八
六
年
一
一

月
二
〇
日
開
会
、
一
二
月
二
一
日
閉
会
）

こ
の
府
会
で
は
、
一
八
八
七
年
度
以
降
の
車
道
開
鑿
予
算
が
審

議
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
全
体
の
開
鑿
予
算
が
ど
の
程
度
か
も
問
題

で
あ
っ
た
が
、
三
年
間
の
経
費
か
、
四
年
間
の
経
費
か
、
す
な
わ

ち
一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）
ま
で
三
年
継
続
で
事
業
を
行
な
う

か
、
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
三
）
ま
で
四
年
継
続
で
事
業
を
行
な

う
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
原
案
は
一
八
八
七
〜
八
九
年
度
の
三
年

間
総
額
一
六
万
五
〇
九
三
円
余
（
各
年
度
支
出
額
は
、
八
七
年
度

四
万
五
千
円
、
八
八
年
度
六
万
円
、
八
九
年
度
六
万
九
三
円
余
）

で
あ
っ
た
が
、
古
川
吉
兵
衛
や
正
木
安
左
衛
門
は
、
四
年
間
を
主

張
し
た

（
58
）

。
年
限
が
延
び
れ
ば
そ
れ
だ
け
各
年
度
の
支
出
額
は
少
な

く
な
る
が
、
と
く
に
一
八
八
七
年
度
に
お
い
て
は
第
三
高
等
中
学

校
誘
致
に
一
〇
万
円
の
予
想
外
支
出
が
あ
っ
た
こ
と
も
そ
の
要
因

に
な
っ
て
い
た
。
い
く
つ
か
の
修
正
案
が
登
場
し
た
が
、
そ
れ
ら

す
べ
て
が
過
半
数
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
案
は
五
名
の
修
正
委

員
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
が
、
五
名
の
修
正
委
員
に
よ
る
案
に
も
異
論

が
乱
れ
飛
ん
で
可
決
で
き
ず
、
再
度
七
名
の
修
正
委
員
に
ゆ
だ
ね

ら
れ
た

（
59
）

。
修
正
委
員
の
案
は
三
年
継
続
で
総
額
一
三
万
二
〇
七
四

円
余
（
八
七
年
度
二
万
五
千
円
、
八
八
年
度
五
万
三
五
〇
〇
円
、

八
九
年
度
五
万
三
五
七
四
円
余
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
内
地
方
税

が
八
万
二
〇
七
四
円
余
、
国
庫
金
請
願
五
万
円
で
あ
っ
た
か
ら
、

事
実
上
地
方
税
で
は
相
当
に
減
額
さ
れ
、
こ
の
修
正
委
員
説
が
も

っ
と
も
地
方
税
支
出
の
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
を
修

正
委
員
奥
村
新
之
丞
（
船
井
郡
選
出
）
は
、
種
々
の
議
論
を
折
衷

し
総
額
よ
り
二
割
減
じ
た
の
と
、
沿
道
人
民
の
幾
分
か
の
寄
付
を
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見
積
も
っ
た
と
発
言
し
、
寺
内
計
之
助
（
紀
伊
郡
選
出
）
と
畑
道

名
は
、
寄
付
を
奨
励
す
る
こ
と
と
、
桂
川
以
東
の
路
線
は
目
論
見

を
変
え
旧
道
（
七
条
通
）
に
よ
っ
た
と
、
述
べ
た

（
60
）

。
結
局
こ
の
修

正
委
員
説
が
通
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
一
八
八
七
〜
八
九
年
度

で
計
画
さ
れ
た
事
業
は
、
京
都
よ
り
葛
野
郡
岡
村
ま
で
の
道
路
橋

梁
（
最
大
の
支
出
が
予
想
さ
れ
た
の
は
桂
橋
）、
乙
訓
郡
塚
原
村
よ

り
同
郡
沓
掛
村
ま
で
の
道
路
橋
梁
、
南
桑
田
郡
王
子
村
よ
り
船
井

郡
木
崎
村
ま
で
の
道
路
橋
梁
、
船
井
郡
須
知
村
よ
り
井
尻
村
ま
で

の
道
路
橋
梁
、
天
田
郡
菟
原
下
村
―
同
郡
荒
河
村
―
加
佐
郡
蓼
原

村
―
同
郡
北
有
路
村
―
同
郡
和
江
村
ま
で
の
道
路
橋
梁
で
あ
っ
た

（
61
）

。

ｂ

国
庫
補
助
金

前
述
し
た
よ
う
に
、
一
八
八
〇
年
太
政
官
布
告
四
八
号
に
よ
る
国

庫
下
渡
金
廃
止
の
後
、
一
八
八
一
年
後
半
期
に
は
行
政
措
置
に
よ

る
国
庫
補
助
の
道
が
開
か
れ
、
府
知
事
・
県
令
に
よ
る
中
央
人
脈

を
利
用
し
た
補
助
金
獲
得
の
動
き
が
始
ま
っ
て
い
く
。
京
都
府
で

い
え
ば
、
北
垣
府
知
事
の
活
躍
の
舞
台
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

国
庫
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
）
六
月

七
日
、
京
都
府
会
が
内
務
卿
山
田
顕
義
に
国
庫
補
助
を
仰
ぐ
建
議

を
行
っ
て
い
る

（
62
）

。
こ
の
建
議
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
昨
一
四
年

度
に
お
い
て
京
都
宮
津
間
車
道
開
鑿
工
事
に
着
手
し
、
そ
の
予
算

額
一
八
万
余
円
で
、
す
で
に
昨
年
に
お
い
て
二
万
五
千
円
を
支
出

し
た
が
、
今
さ
ら
に
予
算
を
見
積
も
れ
ば
物
価
の
騰
貴
と
工
事
の

困
難
等
に
よ
り
二
〇
有
余
万
円
の
巨
額
を
費
や
さ
な
け
れ
ば
そ
の

目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
本
年
度
の
地
方
税

は
非
常
に
多
額
で
郡
部
に
あ
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
地
租
割
制
限
の
極

度
を
課
さ
ざ
る
を
得
ず
、
人
民
は
そ
の
負
担
に
堪
え
ら
れ
な
い
。

し
か
し
今
こ
の
事
業
を
中
止
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
や
む
を
得
ず

他
の
事
業
に
充
分
な
節
減
を
加
え
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
民
力
は

漸
次
疲
弊
に
お
も
む
く
の
現
象
を
呈
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
該
事

業
を
継
続
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
に
お
い
て
特
別
の
御
詮
議
を
も
っ
て
経
費
予
算
総
額
の
半
額
も

し
く
は
そ
の
幾
分
を
国
庫
よ
り
補
助
せ
ら
れ
た
い

（
63
）

。
要
す
る
に
、

実
際
に
工
事
を
始
め
て
み
る
と
予
想
以
上
に
金
額
が
か
さ
む
こ
と

が
見
え
て
き
た
こ
と
と
、
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
）
と
い
う
松

方
デ
フ
レ
の
開
始
期
に
よ
る
民
力
疲
弊
の
予
感
が
こ
の
建
議
の
要

因
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
建
議
が
可
決
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
京
都
府
お
よ

び
北
垣
は
国
庫
補
助
獲
得
の
た
め
に
動
い
て
い
た
。
す
で
に
、
一

八
八
一
年
（
明
治
一
四
）
一
一
月
、
京
都
府
は
内
務
省
に
補
助
を

請
願
し
た
が
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ

（
64
）

。
一
八
八
二
年
（
明

治
一
五
）、
建
議
が
可
決
さ
れ
る
以
前
の
二
か
月
前
の
四
月
一
一
日
、

北
垣
は
上
京
し
、
一
六
日
夜
山
田
顕
義
内
務
卿
邸
で
琵
琶
湖
疏
水

． 
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を
は
じ
め
一
一
の
「
具
状
条
件
」、
す
な
わ
ち
要
望
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
中
に
は
、
第
一
の
琵
琶
湖
疏
水
の
補
助
金
要
望
に
つ
い
で
第

二
の
京
都
宮
津
間
車
道
国
庫
補
助
の
要
望
が
あ
っ
た
。

一
車
道
補
助
ノ
事

京
師
ヨ
リ
丹
后
宮
津
ニ
達
ス
ル
車
道
ハ
、
昨
明
治
十
四
年
府

会
ニ
於
テ
議
決
シ
、
拾
七
万
円
ノ
費
途
ヲ
地
方
税
ヨ
リ
支
出

ス
ル
所
ト
ナ
レ
リ
、
然
ル
ニ
該
工
事
追
ヒ
ノ
坂

（

マ

マ

）

墜
（
隧
）

道
・
宮
津

沿
海
車
道
等
ニ
付
三
万
円
許
ノ
増
加
ヲ
生
セ
リ
、
此
ノ
増
加

金
ヲ
政
府
ニ
補
助
セ
ラ
レ
ン
事
ヲ
請
フ
所
以
ナ
リ

こ
れ
ら
の
要
望
に
つ
い
て
、
山
田
内
務
卿
は
、「
琵
琶
湖
通
水
」

の
件
は
大
い
に
賛
成
さ
れ
、
な
お
取
調
の
上
「
表
面
上
申
ス
ヘ
キ

旨
内
示
」
が
あ
っ
た
が
、
第
二
の
京
都
宮
津
間
車
道
補
助
の
件
は
、

「
車
道
補
助
ノ
件
ハ
内
閣
詮
議
中
ノ
由
」
と
い
う
回
答
に
と
ど
ま
っ

た
（
65
）

。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
三
か
月
後
の
七
月
、
北
垣
府
知
事
は
、

松
方
正
義
大
蔵
卿
が
京
都
に
や
っ
て
き
た
際
国
庫
補
助
を
要
請
し
、

松
方
の
承
諾
を
得
て
い
る

（
66
）

。『
西
京
新
聞
』
明
治
一
五
年
七
月
二
六

日
付
で
は
、「
本
年
再
願
せ
ら
れ
し
に
、
内
務
省
に
も
其
議
を
容
れ

ら
れ
、
一
ヶ
年
六
千
円
づ
ゝ
向
五
ヶ
年
間
補
助
費
と
し
て
下
附
あ

り
度
旨
を
以
て
太
政
官
へ
上
申
中
な
り
と
東
京
通
信
に
見
ゆ
」、
と

あ
り
、
こ
の
こ
ろ
に
一
か
年
六
千
円
、
五
年
継
続
（
一
八
八
一
〜

八
五
年
度
）、
合
計
三
万
円
の
国
庫
補
助
が
認
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ

る
（
67
）

。一
八
八
五
年
度
（
明
治
一
八
）
通
常
府
会
が
開
か
れ
て
い
る
一

八
八
五
年
四
月
一
〇
日
、
京
都
府
議
会
は
田
中
源
太
郎
府
会
議
長

か
ら
北
垣
知
事
宛
の
車
道
開
鑿
に
か
か
わ
る
建
議
を
可
決
す
る

（
68
）

。

こ
の
建
議
が
主
張
し
て
い
る
要
望
は
、
①
国
庫
下
渡
金
請
求
、
②

沿
道
人
民
寄
付
奨
励
、
③
土
功
施
行
の
方
法
改
良
、
の
三
点
で
あ

っ
た
。
①
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
一
年
度
よ
り
こ
れ
ま
で
の
工
事

支
出
金
、
お
よ
び
一
八
八
五
年
度
以
降
に
要
す
る
費
用
を
合
算
す

れ
ば
概
算
で
三
四
万
八
八
一
七
円
余
の
巨
額
、
す
な
わ
ち
当
初
予

算
の
二
倍
に
至
ら
ん
と
す
る
時
に
さ
ら
に
国
庫
補
助
を
請
求
す
る

の
は
や
む
を
え
な
い
、
と
言
う
。
②
に
つ
い
て
は
、
一
般
不
景
気

の
時
に
お
い
て
現
金
の
寄
付
は
調
え
が
た
い
が
、
人
夫
の
助
力
、

土
地
・
木
石
等
の
提
供
の
類
で
も
該
工
事
の
費
用
を
助
け
る
こ
と

に
な
る
の
で
、
一
層
奮
進
し
て
分
担
す
べ
き
旨
、
郡
長
・
戸
長
は

も
ち
ろ
ん
府
庁
官
吏
よ
り
充
分
奨
励
説
諭
し
て
も
ら
う
と
と
も
に
、

閣
下
に
も
地
方
巡
回
の
つ
い
で
に
御
奨
励
し
て
い
た
だ
き
た
い
、

と
言
う
。
③
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
工
事
の
区
域
を
小
分
し
、

沿
道
町
村
へ
負
担
せ
し
む
る
手
続
き
を
立
て
ら
れ
れ
ば
、
人
民
疲

弊
の
折
か
ら
そ
の
業
を
得
る
に
喜
び
、
低
廉
の
工
費
を
も
っ
て
応

ず
る
だ
ろ
う
、
ま
た
、
表
面
上
入
札
請
負
人
は
地
方
の
も
の
で
は

な
い
が
、
請
負
人
よ
り
さ
ら
に
廉
価
で
地
方
人
民
に
下
請
け
さ
せ
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る
と
い
う
方
法
も
あ
る
、
と
述
べ
る

（
69
）

。
こ
の
建
議
が
北
垣
に
提
出

さ
れ
た
後
、
北
垣
が
ど
の
よ
う
に
動
い
た
か
は
、
史
料
が
な
い

（
70
）

。

さ
ら
に
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
）
一
二
月
八
日
、
一
八
八
七

年
度
（
明
治
二
〇
）
通
常
府
会
は
、
副
議
長
西
村
七
三
郎
の
名
で

京
都
府
知
事
に
対
し
て
再
度
の
国
庫
補
助
を
稟
請
す
る
こ
と
を
乞

う
建
議
を
議
決
す
る

（
71
）

。
こ
の
建
議
は
、
一
八
八
七
年
度
通
常
府
会

で
の
一
八
八
七
〜
八
九
年
度
総
額
一
三
万
二
〇
七
四
円
余
の
地
方

税
負
担
を
踏
ま
え
、
そ
の
内
の
五
万
円
を
国
庫
補
助
と
す
る
た
め

に
北
垣
知
事
の
政
府
に
対
す
る
働
き
か
け
を
要
請
す
る
も
の
で
あ

っ
た

（
72
）

。
新
聞
史
料
に
よ
れ
ば
、
北
垣
知
事
は
た
だ
ち
に
内
務
・
大

蔵
両
大
臣
に
稟
請
し
た
ら
し
い

（
73
）

。
そ
し
て
、
そ
の
後
内
務
省
土
木

局
は
技
師
を
京
都
に
派
遣
し
て
実
地
検
分
し
、
一
八
八
七
年
（
明

治
二
〇
）
七
月
九
日
付
で
伺
い
の
趣
聞
き
届
け
ら
れ
、
工
費
補
助

金
五
万
円
の
内
、
一
八
八
七
年
度
一
万
円
、
八
八
年
度
、
八
九
年

度
の
両
年
度
各
々
二
万
円
づ
つ
下
げ
渡
す
べ
き
旨
京
都
府
に
指
令

が
あ
っ
た

（
74
）

。
国
庫
補
助
獲
得
は
沿
道
人
民
を
大
い
に
歓
喜
さ
せ
た

ら
し
く
、
丹
波
・
丹
後
各
郡
で
献
金
の
動
き
が
あ
っ
た

（
75
）

。
九
月
一

二
日
に
は
、
府
会
議
員
が
常
置
委
員
、
北
垣
府
知
事
、
庶
務
・
土

木
の
両
課
長
お
よ
び
関
係
者
を
花
見
小
路
の
有
楽
館
に
招
待
し
、

慰
労
の
宴
を
お
こ
な
う
旨
の
新
聞
記
事
が
あ
る

（
76
）

。

ｃ

寄
付
（
寄
付
金
お
よ
び
寄
付
人
足
）

寄
付
金
が
三
万
七
六
九
一
円
余
で
総
経
費
の
一
一
・
八
パ
ー
セ

ン
ト
を
占
め
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
実
は
一
八
八
一
年
（
明
治
一

四
）
か
ら
一
八
八
五
年
度
ま
で
各
年
度
で
ど
の
地
域
か
ら
ど
の
程

度
の
寄
付
金
（
人
足
提
供
も
含
む
）
が
集
ま
っ
た
か
を
記
し
た
史

料
が
あ
る
が
、
現
在
事
情
に
よ
り
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
で
き
な

い
の
で
、
そ
の
点
は
い
ず
れ
補
足
す
る
と
し
て
、
現
在
使
用
で
き

る
史
料
で
の
み
記
し
て
お
く
。

寄
付
金
は
、
も
ち
ろ
ん
一
八
八
一
年
度
よ
り
は
じ
ま
っ
た
。
ま

ず
、
最
初
に
知
事
を
は
じ
め
と
し
た
京
都
府
官
吏
ら
の
寄
付
金
が

行
な
わ
れ
た
。
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
）
三
月
一
一
日
、
北
垣

府
知
事
が
三
百
円
寄
付
の
願
書
を
府
庁
に
出
し

（
77
）

、
一
三
日
に
は
、

上
下
京
区
長
と
府
下
郡
長
に
対
し
、
北
垣
が
「
宮
津
京
都
間
車
道

開
築
費
義
金
募
集
ノ
事
ヲ
内
達
」
し
て
い
る

（
78
）

。
京
都
府
の
官
吏
で

は
、
三
月
中
に
ナ
ン
バ
ー
２
の
国
重
正
文
大
書
記
官
が
一
〇
〇
円
、

ナ
ン
バ
ー
３
の
谷
口
起
孝
少
書
記
官
が
一
〇
〇
円
寄
付
し
た
こ
と

を
知
ら
せ
る
新
聞
記
事
が
あ
る

（
79
）

。
ま
た
、
土
木
課
長
で
あ
っ
た
伊

勢
煥
は
五
月
に
一
〇
円
を
寄
付
し
て
い
る

（
80
）

。
各
郡
の
官
吏
も
、
そ

の
地
位
に
応
じ
て
寄
付
を
し
た
ら
し
い
。
一
八
八
五
年
（
明
治
一

八
）
一
〇
月
二
一
日
、
与
謝
郡
の
郡
書
記
六
名
（
沼
野
秀
正
ほ
か
）

は
京
都
府
に
対
し
、
宮
津
大
手
橋
よ
り
波
路
村
ま
で
の
車
道
工
事

へ
の
献
金
を
願
い
出
、
翌
年
一
月
に
聞
き
届
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

． 
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の
際
、
献
金
額
は
一
人
が
二
円
四
〇
銭
だ
け
で
そ
れ
以
外
の
五
名

は
各
三
円
で
あ
っ
た

（
81
）

。
こ
の
よ
う
に
、
寄
付
金
の
額
は
官
吏
の
ラ

ン
ク
で
分
か
れ
た
よ
う
だ
。

一
般
の
寄
付
金
は
、
沿
道
住
民
を
主
要
な
対
象
と
し
て
郡
役
所

―
各
戸
長
役
場
の
主
導
で
集
め
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
南
桑
田
郡

で
は
連
合
戸
長
役
場
時
代
に
、
次
の
よ
う
な
通
達
が
な
さ
れ
て
い

る
（
82
）

。
京
都
ヨ
リ
宮
津
ヘ
達
ス
ル
車
道
開
鑿
工
費
寄
附
之
義
ニ
付
、

明
後
二
日
並
河
村
役
場
ヘ
当
郡
長
出
張
相
成
候
ニ
付
、
惣
代

ト
シ
テ
弐
名
同
日
午
前
第
七
時
同
役
場
ヘ
御
出
頭
相
成
度
、

此
段
及
御
通
知
候
也

追
而
郡
限
特
ニ
口
頭
ヲ
以
テ
申
伝
ヘ
ラ
レ
タ
ル
次
第
も
有

之
候
ニ
付
、
必
ス
遅
郡
不
致
様
申
添
候
也

第
七
月
三
十
一
日

当
戸
長
役
場

神
前
村惣

代
　
御
中

こ
の
よ
う
に
、
郡
役
所
―
戸
長
役
場
の
主
導
で
寄
付
金
が
集
め

ら
れ
る
場
合
と
、
車
道
路
線
に
組
み
込
ん
で
も
ら
う
た
め
に
積
極

的
に
寄
付
金
や
寄
付
人
足
を
申
し
出
る
場
合
も
あ
っ
た
。
八
田
峠

と
観
音
峠
の
路
線
を
め
ぐ
る
争
い
は
ま
さ
に
後
者
で
あ
っ
た
。
観

音
峠
の
場
合
、
こ
の
路
線
を
と
っ
た
場
合
、
園
部
市
街
よ
り
一
三

〇
〇
円
、
木
崎
村
・
水
戸
村
・
新
水
戸
村
よ
り
人
足
四
〇
〇
〇
人

を
寄
付
し
て
そ
の
工
事
を
助
け
た
い
と
の
出
願
が
あ
っ
た
こ
と
は

前
述
し
た
。
八
田
峠
の
場
合
、
八
田
峠
と
特
定
し
て
の
寄
付
金
額

は
不
明
で
あ
る
が
、
八
田
峠
沿
道
諸
村
か
ら
は
人
足
一
九
〇
〇
人

を
寄
付
す
る
と
の
願
書
が
京
都
府
に
寄
せ
ら
れ
た
ら
し
い

（
83
）

。
ま
た
、

一
八
八
四
年
度
の
府
会
で
観
音
峠
が
路
線
と
し
て
確
定
し
た
後
、

園
部
町
・
須
知
村
寄
付
の
分
三
九
〇
〇
円
、
木
崎
村
・
新
水
戸

村
・
水
戸
村
の
人
足
三
七
五
〇
人
の
寄
付
の
申
し
出
が
あ
っ
た
ら

し
い

（
84
）

。
与
謝
郡
、
と
り
わ
け
以
前
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
た
栗
田
峠
開
鑿

工
事
を
一
八
八
二
年
度
か
ら
京
都
宮
津
間
車
道
開
鑿
工
事
に
く
み

こ
ん
で
も
ら
っ
た
栗
田
郷
の
人
々
（
こ
の
点
は
後
述
）
も
寄
付
に

は
相
当
力
を
入
れ
た
。
明
治
一
七
年
度
京
都
府
会
開
会
中
の
一
八

八
四
年
（
明
治
一
七
）
三
月
一
一
日
、
宮
津
地
方
か
ら
の
寄
付
金

は
ど
れ
ほ
ど
か
、
と
い
う
議
員
の
質
問
に
対
し
、
京
都
府
の
片
山

三
等
属
は
、
与
謝
郡
栗
田
郷
か
ら
は
人
夫
の
み
で
三
万
一
六
人
の

寄
付
と
答
え
て
い
る

（
85
）

。
栗
田
郷
の
中
心
集
落
上
司
町
に
は
人
足
寄

付
の
願
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
）
一
二

月
に
上
司
町
と
中
津
村
ほ
か
四
カ
村
は
、
京
都
府
に
対
し
、
栗
田

峠
よ
り
長
尾
峠
加
佐
郡
境
ま
で
の
工
事
に
人
夫
提
供
を
申
し
出
る

と
と
も
に
、
翌
一
八
八
五
年
一
〇
月
に
も
上
司
町
と
中
津
村
で
栗
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田
ト
ン
ネ
ル
開
鑿
の
た
め
に
上
司
町
一
五
四
六
人
、
中
津
村
一
二

〇
六
人
の
人
夫
提
供
の
申
し
出
を
行
っ
て
い
る

（
86
）

。

与
謝
郡
で
は
、
車
道
の
最
終
地
点
（
宮
津
元
標
）
で
あ
る
大
手

橋
新
造
に
も
宮
津
市
街
を
中
心
に
七
一
〇
余
円
の
寄
付
が
集
め
ら

れ
た
。
大
手
橋
の
全
体
の
費
用
は
一
五
七
二
円
で
あ
っ
た
か
ら
そ

の
半
分
ほ
ど
の
寄
付
が
集
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る

（
87
）

。

な
お
、
寄
付
人
足
は
、
寄
付
金
を
献
金
す
る
こ
と
の
代
替
処
置

の
意
味
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
一
八
八
三
〜
一
八
八
六
年
の
不
況
の
中
で
の
大
土
木

工
事
で
あ
っ
た
た
め
、
寄
付
金
募
集
は
必
ず
し
も
順
調
に
は
進
ま

な
か
っ
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
、
明
治
一
九
年
度
京
都
府
会
開
会

中
の
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
）
一
一
月
二
八
日
、
京
都
府
の
田

所
重
礼
技
手
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
一
八
年
度
に
お
い
て
は
一

万
五
五
三
九
円
余
の
予
算
費
額
と
沿
道
人
民
の
寄
付
金
人
足
等
を

も
っ
て
与
謝
郡
上
司
町
よ
り
宮
津
ま
で
道
路
開
鑿
を
竣
成
す
る
決

議
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
充
分
沿
道
人
民
へ
寄
付
を
奨
励
し
た
が
、

い
か
ん
せ
ん
、
不
景
気
ゆ
え
に
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
こ
と
の
ほ
か

少
な
く
最
初
の
見
込
み
に
及
ば
な
か
っ
た
、
よ
っ
て
や
む
を
得
ず

隧
道
開
鑿
の
み
に
着
手
し
、
そ
の
前
後
に
は
着
手
し
な
か
っ
た
、

と
（
88
）

。
要
す
る
に
、
寄
付
金
献
金
の
少
な
さ
故
に
、
工
事
の
進
行
は

そ
の
都
度
左
右
さ
れ
る
傾
向
性
を
も
っ
て
い
た
。

な
お
、
一
般
の
寄
付
者
に
対
し
て
、
京
都
府
が
感
謝
状
を
発
行

す
る
の
は
、
車
道
工
事
が
す
べ
て
済
ん
だ
あ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

南
桑
田
郡
旭
村
の
川
勝
義
が
車
道
開
鑿
費
金
一
円
三
〇
銭
を
献
金

し
た
こ
と
に
対
し
て
、
北
垣
の
感
謝
状
が
発
行
さ
れ
た
日
付
は
、

一
八
九
〇
年
（
明
治
二
三
）
六
月
二
四
日
で
あ
っ
た

（
89
）

。
そ
し
て
、

北
垣
知
事
が
京
都
府
下
の
寄
付
者
に
対
し
て
謝
辞
の
旅
を
す
る
の

は
、
一
八
九
一
年
（
明
治
二
四
）
四
月
で
あ
る

（
90
）

。

（
１
）「
宮
津
ヨ
リ
岡
田
由
里
ニ
達
ス
ル
車
道
之
儀
ニ
付
御
願
」『
京
都
宮
津
間
車
道

開
鑿
線
路
変
換
願
ニ
係
ル
書
類
綴
』
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
文
書
。
な

お
、
こ
の
『
綴
』
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
文
書
は
す
べ
て
写
で
あ
る
。
こ
の
各

町
惣
代
は
、
本
町
岡
本
武
左
衛
門
、
万
町
今
林
仲
造
・
大
槻
弥
平
治
、
宮
本

町
小
西
安
兵
衛
・
今
田
佐
平
次
・
白
杉
棟
助
、
白
柏
町
黒
田
宇
兵
衛
・
宮
城

宗
七
、
河
原
町
三
上
勘
兵
衛
、
蛭
子
町
麻
田
新
三
郎
、
鶴
賀
町
関
清
、
嶋
崎

高
田
紋
右
衛
門
、
柳
縄
手
小
谷
直
容
で
あ
る
。
与
謝
郡
第
一
組
岩
城
親
雄
の

奥
印
が
あ
っ
た
。
宮
津
の
街
場
各
町
や
黒
田
・
三
上
な
ど
の
地
域
有
力
者
が

網
羅
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

（
２
）
車
道
が
開
鑿
さ
れ
た
後
も
、
旧
来
の
道
が
使
用
さ
れ
た
例
と
し
て
、
菟
原
中

か
ら
大
身
へ
の
最
短
距
離
（
全
長
二
キ
ロ
）
に
あ
っ
た
菟
原
峠
（
細
野
峠
）

の
場
合
が
あ
る
。
後
掲
注
（
21
）
参
照
。

（
３
）『
明
治
十
四
年
京
都
府
会
議
録
』
第
五
編
、
一
三
〇
頁
。

（
４
）「
車
道
変
換
之
儀
ニ
付
別
願
」
前
掲
『
京
都
宮
津
間
車
道
開
鑿
線
路
変
換
願
ニ

係
ル
書
類
綴
』。
与
謝
郡
第
一
組
各
町
総
代
と
し
て
、
本
町
岡
本
武
右
衛
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門
・
西
田
儀
兵
衛
、
宮
本
町
小
西
安
兵
衛
、
魚
屋
町
岡
部
彦
左
衛
門
、
河
原

町
三
上
勘
兵
衛
、
白
柏
町
黒
田
宇
兵
衛
、
住
吉
町
前
尾
庄
助
、
蛭
子
町
麻
田

新
三
郎
、
万
年
町
新
地
渋
谷
市
蔵
の
連
名
が
あ
り
、
旧
戸
長
岩
城
親
雄
の
奥

印
が
あ
る
。

（
５
）「
馬
車
道
築
造
之
儀
ニ
付
嘆
願
」
前
掲
『
京
都
宮
津
間
車
道
開
鑿
線
路
変
換
願

ニ
係
ル
書
類
綴
』。

（
６
）
加
佐
郡
第
四
組
舞
鶴
市
街
惣
代
田
中
清
美
・
小
西
長
左
衛
門
よ
り
京
都
府
知

事
北
垣
国
道
代
理
京
都
府
大
書
記
官
国
重
正
文
宛
「
懇
願
書
」、
前
掲
『
京

都
宮
津
間
車
道
開
鑿
線
路
変
換
願
ニ
係
ル
書
類
綴
』。

（
７
）「
車
道
之
線
路
変
換
願
ニ
付
伺
」
前
掲
『
京
都
宮
津
間
車
道
開
鑿
線
路
変
換
願

ニ
係
ル
書
類
綴
』。
こ
の
文
書
に
は
、
立
案
主
任
白
木
為
政
の
署
名
・
印
鑑

の
写
、
国
重
正
文
大
書
記
官
の
印
鑑
の
写
が
あ
る
。

（
８
）『
明
治
十
五
年
二
月
四
日
　
丹
後
国
車
道
開
鑿
之
義
ニ
付
御
願
』
京
都
府
立
総

合
資
料
館
所
蔵
文
書
。

（
９
）
各
町
村
九
四
名
の
町
村
名
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
中
郡
峰
山
で
は
吉
原
町
、

四
軒
町
、
不
断
町
、
上
町
（
二
名
）、
織
元
町
、
室
町
（
二
名
）、
呉
服
町

（
三
名
）、
浪
花
町
（
三
名
）、
白
銀
町
、
泉
町
（
三
名
）、
御
旅
町
、
富
貴
屋

町
、
堺
町
、
古
殿
町
（
峰
山
で
は
光
明
寺
町
を
除
い
た
す
べ
て
の
町
）。
他

の
中
郡
の
村
で
は
、
杉
谷
村
、
新
町
村
、
河
辺
村
、
周
枳
村
、
口
大
野
村
、

五
箇
村
、
善
王
寺
村
、
菅
村
、
奥
大
野
村
（
四
名
）。
竹
野
郡
で
は
、
網
野

村
（
三
名
）、
浅
茂
川
村
（
二
名
）、
島
溝
川
村
、
小
浜
村
、
吉
沢
村
、
溝
谷

村
、
和
田
野
村
、
黒
部
村
、
成
願
寺
村
、
徳
光
村
、
吉
永
村
、
高
橋
村
、
掛

津
村
、
新
庄
村
、
下
岡
村
、
木
津
村
（
二
名
）、
三
津
村
、
此
代
村
、
袖
志

村
、
平
村
、
間
人
村
。
熊
野
郡
で
は
野
中
村
（
三
名
）、
芦
原
村
、
坂
井
村

（
二
名
）、
久
美
浜
村
（
一
〇
名
）、
三
谷
村
、
谷
村
（
二
名
）。
与
謝
郡
で
は
、

四
ツ
辻
村
、
加
悦
町
、
算
所
村
、
加
悦
奥
村
、
後
野
村
（
三
名
）、
金
屋
村
、

滝
村
、
与
謝
村
、
雲
原
村
、
温
江
村
、
三
河
内
村
、
上
山
田
村
。
こ
の
ほ
か

中
郡
各
町
村
戸
長
代
理
同
郡
富
貴
屋
町
外
一
四
か
町
連
合
戸
長
佐
藤
重
全
、

竹
野
郡
戸
長
松
田
量
、
与
謝
郡
戸
長
澤
田
善
三
郎
の
名
が
あ
る
。
ま
た
、
各

町
村
で
の
氏
名
の
記
載
の
場
合
「
総
代
（
惣
代
）」
の
記
載
が
あ
る
場
合
と
、

な
い
場
合
が
あ
る
。

（
10
）
こ
の
願
書
に
は
、「
丹
後
国
車
道
開
鑿
之
儀
請
願
理
由
書
」
と
と
も
に
、
①

「
丹
後
国
物
産
見
積
リ
概
略
」、
②
「
京
阪
諸
国
ト
輸
出
入
ス
ル
貨
物
現
今
与

佐
峠
ヲ
通
ス
ル
上
下
陸
荷
運
搬
之
概
略
」、
③
「
丹
後
車
道
〈
与
謝
峠
・
由

良
港
・
岡
田
由
良
‥

（
里
）

三
行
割
書
〉
三
路
之
開
鑿
各
自
所
見
ヲ
異
ニ
ス
ル
町
村

概
表
」
が
添
付
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
与
謝
峠
の
路
線
の
優
位
性
を
示

す
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
丹
後
で
ど
の
よ
う
な
物
産
が
運
輸

の
対
象
に
な
っ
て
い
る
か
（
縮
緬
の
比
重
が
高
い
の
が
明
瞭
）、
そ
れ
ぞ
れ

の
物
産
が
ど
れ
ほ
ど
の
量
が
あ
る
か
、
丹
後
各
郡
の
町
村
が
ど
の
路
線
を
望

ん
で
い
る
か
（
あ
る
い
は
新
道
開
鑿
を
特
に
望
ん
で
い
な
い
町
村
）
な
ど
き

わ
め
て
興
味
深
い
内
容
を
含
む
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
に
載
せ
る
。

①
　
　
丹
後
国
物
産
見
積
リ
概
略

一
縮
緬
四
拾
万
反
　
　
中
竹
両
郡
壱
ヶ
年
出
来
高

凡
此
目
方
三
万
六
千
貫
目
　
但
シ
壱
反
ニ
付
九
拾
匁
ナ
レ

一
同
　
七
拾
五
万
反
　
与
謝
郡
ノ
内
宮
津
・
栗
田
・
伊
根
浦
ヲ
除
与
佐
峠
以

北
岩
滝
迄
通
称
加
悦
谷
ト
唱
ル
部
名
村
々
壱
ケ
年
織

立
高

凡
此
目
方
三
万
貫
目
　
　
但
シ
壱
反
ニ
付
四
十
匁
ナ
レ

合
計
百
拾
五
万
反

此
目
方
　
六
万
六
千
貫
目

一
生
糸
　
五
千
貫
目
　
中
竹
熊
三
部
壱
ケ
年
製
糸
高

此
個
数
五
百
個

一
生
糸
　
弐
千
貫
目
　
与
謝
郡
雲
原
以
北
岩
滝
迄
加
悦
谷
村
々
壱
ケ
年
出
来
高

此
個
数
弐
百
個
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合
計
　
七
百
個
　
此
目
方
七
千
貫
目

一
屑
糸
類
　
壱
万
貫
目
　
中
竹
熊
三
郡
及
与
謝
郡
ノ
内
前
条
村
々
ヨ
リ
他
国

ヘ
輸
出
ス
ル
屑
糸
ヒ
々
ス
繭
売
合
計

一
茶
五
千
貫
目
　
中
竹
熊
三
郡
及
与
謝
郡
之
内
前
村
々
ニ
於
テ
製
茶
高

一
魚
　
三
万
荷
　
竹
野
郡
浦
之
漁
業
村
々
ニ
於
テ
凡
壱
ケ
年
漁
獲
高

但
シ
壱
荷
ニ
付
目
方
拾
貫
目

一
牛
　
三
百
頭
　
竹
野
郡
宇
川
ノ
里
ヨ
リ
出
ス

右
之
通
物
産
概
略
取
調
奉
上
陳
候
也

②
　
　
京
阪
諸
国
ト
輸
出
入
ス
ル
貨
物
現
今
与
佐
峠
ヲ
通
ス
ル

上
下
陸
荷
運
搬
之
概
略
　
　
　
　
　
　
輸
出
之
部

一
縮
緬
輸
出
登
リ
荷
　
中
竹
両
郡
与
謝
郡
及
但
馬
出
石
郡
ノ
内
ヨ
リ
京
都
ヘ

輸
出
ス七

千
六
百
個

但
シ
此
内
宮
津
ヨ
リ
便
利
ヲ
以
テ
峯
山
加
悦
谷
ヘ
差
出
ス
部
モ
交
リ
ア

リ
候

一
屑
糸
類
　
百
拾
五
駄
　
右
同
断
郡
村
ヨ
リ
諸
方
ヘ
輸
出
ス

此
個
数
　
四
百
六
拾
個
　
但
壱
個
ニ
付
九
貫
目
立

一
魚
荷
　
三
千
五
百
荷
　
壱
荷
ニ
付
拾
貫
目
立

一
雑
荷
　
千
八
百
個
　
中
竹
熊
与
四
郡
ヨ
リ
全
ク
与
佐
峠
ヲ
経
テ
輸
出
ス
ル

製
茶
、
茶
種
、
其
外
雑
品
、
旅
人
運
搬
荷
物
、
海
草

類
、
塩
、
其
外
雑
品

合
計
　
壱
万
三
千
三
百
六
拾
個

外
牛
　
六
百
頭
　
中
竹
熊
三
郡
ヨ
リ
輸
出
ス

輸
入
之
分

一
生
糸
　
五
千
個
　
本
郡
及
丹
波
地
方
ヨ
リ
丹
後
中
竹
熊
三
郡
与
謝
郡
加
悦

谷
ヘ
下
ル
輸
入
之
分

但
シ
壱
個
ニ
付
正
味
九
貫
目
立

一
商
人
物
貨
　
壱
万
〇
四
百
個
　
中
郡
峯
山
市
街
ヘ
京
阪
ヨ
リ
輸
入
之
分

一
同
　
千
八
百
個
　
与
佐
郡
村
々
ヘ
京
阪
ヨ
リ
輸
入
之
分

一
荒
物
雑
品
　
壱
万
弐
千
個
　
荒
物
、
干
物
、
烟
草
、
乾
物
、
砂
糖
、
雑
品
、

但
壱
個
ニ
付
九
貫
目
立

右
者
播
磨
、
丹
波
、
大
和
、
諸
国
行
商
人
之
者
四
郡
ヘ
販
売
ス
ル
分

此
荷
数
壱
人
十
五
貫
目
持
直
シ
　
七
千
弐
百
荷

一
雑
品
　
三
千
六
百
個
　
中
竹
熊
三
郡
村
々
ヘ
京
阪
諸
国
ヨ
リ
直
接
購
求

貨
、
其
外
雑
品
輸
入
ス

合
計
　
弐
万
八
千
個

此
駄
数
　
七
千
駄

右
之
通
全
国
与
佐
峠
運
搬
之
物
貨
概
略
取
調
奉
上
陳
候
也

③
　
丹
後
車
道
〔
与
謝
郡
・
由
良
港
・
岡
田
由
良
‥

（
里
）

三
行
割
書
〕
開
鑿
各
自

所
見
ヲ
異
ニ
ス
ル

町
村
概
表

一
中
郡
全
部
　
〔
十
五
ヶ
町
・
二
十
四
ヶ
村
‥
二
行
割
書
〕

戸
数
四
千
百
九
十
七
戸

一
竹
野
全
郡
　
　
七
拾
二
ヶ
村
　
　
　
　
　
　
　
同
　
五
千
六
百
戸

一
熊
野
全
郡
　
　
五
拾
三
ヶ
村
　
　
　
　
　
　
　
同
　
三
千
六
百
戸

一
与
謝
郡
之
内
〔
壱
町
・
弐
拾
壱
ヶ
村
‥
二
行
割
書
〕

同
　
三
千
七
百
九
拾
弐
戸

加
悦
町
　
雲
原
　
与
謝
　
滝
　
後
野
　
加
悦
奥
　
西
谷
　
温
江
　
明
石

算
所
　
三
河
内
　
四
ツ
辻
　
幾
地
　
岩
屋
　
上
山
田
　
下
山
田
　
石
川

香
河
　
石
田
　
弓
木
　
岩
滝

金
屋
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合
　
〔
拾
六
ヶ
町
・
百
八
十
ヶ
村
‥
二
行
割
書
〕

右
ハ
専
ラ
与
謝
峠
開
鑿
ヲ
企
望
ス
、
町
村
則
今
回
一
視
同
心
主
願
ノ
町
村
タ

リ
、
其
外
与
謝
・
加
佐
両
郡
ノ
内
村
々
ニ
於
テ
モ
与
佐
峠
江
車
道
ヲ
附
ス
レ

ハ
必
ス
便
益
ヲ
得
ル
村
々

一
与
謝
郡
ノ
内
弐
拾
ヶ
村
　
男
山
　
木
子
　
駒
倉
　
上
世
屋
　
下
世
屋
　
東

野
　
松
尾
　
畑
　
日
置
　
日
置
浜
　
難
波
野

江
尻
　
大
垣
　
中
野
　
小
松
　
溝
尻

国
分
　
成
相
　
野
間
須
川
分
　
野
間
野
中
分

一
加
佐
郡
ノ
内
〔
壱
町
・
九
ヶ
町
‥
二
行
割
書
〕
河
守
町
　
関
　
天
田
内

橋
谷
　
内
宮
　
二
俣
　
蓼
原
　
公
庄
　
日
藤

金
谷

右
総
計
　
〔
十
七
ヶ
町
・
弐
百
〇
九
ヶ
村
‥
二
行
割
書
〕

〔
与
謝
峠
・
岡
田
由
里
‥
二
行
割
書
〕
両
道
之
内
何
レ
ニ
車
道
ヲ
附
ス

ル
モ
不
便
無
キ
村

一
与
謝
郡
ノ
内
三
拾
ヶ
村
　
須
津
　
文
殊
　
新
井
　
大
原
　
平
田
　
亀
島

日
出
　
田
原
　
岩
ヶ
鼻
　
外
垣
　
長
江
　
里
波

見
　
中
波
見
　
奥
波
見
　
蒲
入

長
延

本
庄

宇
治
　
本
庄
浜
　
野
室
　
津
母
　
泊
　
六
万
部

井
室
　
畑
谷
　
峠
　
本
庄
上
　
野
村
　
本
阪

菅
野
　
日
ヶ
谷

岡
田
由
里
江
新
道
ヲ
望
ム
町
村

一
与
謝
郡
之
内
〔
三
十
四
ヶ
町
・
十
三
ヶ
村
‥
二
行
割
書
〕
宮
津
市
街
　
田

中
　
有
田

獅
々
　
獅
々
崎
　
小
田
　
喜
多

惣
　
今
福
　
皆
原
　
宮

山
中
　
新
宮
　
波
路

由
良
港
江
新
道
ヲ
望
ム
町
村

一
与
謝
郡
之
内
九
ヶ
村
　
　
田
井
　
島
陰
　
矢
原
　
小
田
宿
野
　
中
津
　
中

村
　
上
司
町
　
脇
　
小
寺

右
之
外
加
佐
郡
町
村
ニ
於
テ
ハ
京
都
ヨ
リ
河
守
町
迄
車
道
ヲ
附
ス
レ
ハ
同
駅

ヨ
リ
以
東
由
良
港
及
諸
村
江
大
雲
川
船
路
ノ
便
ア
リ
、
且
地
形
モ
平
坦
ナ
レ

ハ
車
馬
ノ
往
来
依
然
ト
備
リ
敢
テ
不
便
タ
ル
コ
ト
ナ
シ

則
チ
同
郡
町
村
左
ニ

一
加
佐
郡
之
内
〔
十
八
ヶ
町
・
百
四
十
二
ヶ
村
‥
二
行
割
書
〕
全
郡
十
九
ヶ

町
五
十
壱
ヶ
村
ノ
内
河
守
町
及
外
九
ヶ
村
与
謝

峠
開
鑿
ヲ
望
ム
町
村
ヲ
除

全
郡
総
計

五
郡〔

六
十
九
ヶ
町
・
四
百
〇
三
ヶ
村
‥
二
行
割
書
〕

内
訳

〔
十
七
ヶ
町
・
弐
百
九
ヶ
村
‥
二
行
割
書
〕
与
佐
峠
開
鑿
ヲ
企
望
ス
町

（
マ
マ
）

村

但
シ
中
竹
熊
全
三
郡
及
与
謝
・
加
佐
両
郡
内
町
村

三
拾
ヶ
村
〔
与
謝
峠
・
岡
田
由
里
‥
二
行
割
書
〕
何
レ
ヲ
開
築
相
成
モ
不

便
無
之
村

但
与
謝
郡
伊
根
浦
・
筒
川
村
々

〔
三
十
四
ヶ
町
・
十
三
ヶ
村
‥
二
行
割
書
〕
岡
田
由
里
ノ
開
鑿
ヲ
望
ム
町
村

但
与
謝
郡
宮
津
市
街
并
ニ
近
村

九
ヶ
村
　
　
由
良
港
ヘ
新
道
ヲ
造
ル
ヲ
望
ム
村

但
与
謝
郡
栗
田
地
方
ノ
村
　

〔
十
八
ヶ
町
・
百
四
十
弐
ヶ
村
‥
二
行
割
書
〕
新
道
築
造
ヲ
要
セ
サ
ル

レ
ト
（
マ
マ
）

モ
依
然
ト
便
利
備
リ
ア
ル
町
村

但
シ
加
佐
郡
ノ
内
河
守
以
東
舞
鶴
地
方
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右
三
路
之
開
築
各
自
便
利
所
見
之
異
ナ
ル
町
村
取
調
奉
上
陳
候
、
以
上

（
11
）
な
お
、
中
・
竹
野
・
熊
野
・
与
謝
郡
の
各
町
村
惣
代
九
四
名
の
願
書
は
、
与

謝
峠
を
通
ら
な
い
宮
津
へ
の
道
と
し
て
、
①
由
良
海
岸
か
ら
栗
田
を
通
っ
て

の
道
、
②
八
戸
地
峠
（
現
舞
鶴
市
）
を
通
る
道
を
想
定
し
、
こ
れ
ら
の
道
の

問
題
点
を
指
摘
し
て
い
た
。
宮
津
市
街
の
人
々
の
願
書
は
、
宮
津
―
皆
原
―

山
中
―
上
漆
原
―
下
漆
原
―
西
方
寺
―
岡
田
由
里
―
河
守
が
そ
の
路
線
（
後

に
若
干
の
修
正
）
で
あ
っ
た
が
、
四
郡
の
人
々
の
願
書
で
い
う
②
の
道
は
宮

津
―
皆
原
―
山
中
―
上
漆
原
―
下
漆
原
―
八
戸
地
峠
―
岡
田
由
里
―
河
守
と

い
う
路
線
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

（
12
）『
明
治
十
五
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』
一
六
号
、
一
八
〜
一
九
頁
。

（
13
）「
明
治
十
五
年
度
京
都
府
会
議
録
事
」
一
七
号
、
一
二
〜
一
三
頁
。

（
14
）「
本
府
通
常
府
会
議
傍
聴
筆
記
」『
京
都
新
報
』
明
治
一
五
年
五
月
五
日
付
。

（
15
）
同
右
、『
京
都
新
報
』
明
治
一
五
年
五
月
七
日
付
。

（
16
）『
京
都
新
報
』
明
治
一
五
年
五
月
七
日
付
。

（
17
）『
明
治
十
六
年
度
　
京
都
府
会
議
録
事
』
二
号
、
七
〜
八
頁
。

（
18
）『
明
治
十
六
年
度
　
京
都
府
会
議
録
事
』
五
号
、
一
五
頁
。

（
19
）『
明
治
十
七
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』
一
号
、
二
三
頁
。

（
20
）
田
所
重
礼
の
説
明
（『
明
治
十
七
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』
一
号
、
二
四
頁
）。

（
21
）
江
戸
時
代
の
細
野
峠
（
菟
原
峠
）
を
通
ら
な
い
迂
回
の
道
で
あ
る
新
道
は
、

一
八
八
二
年
度
（
明
治
一
五
）
の
事
業
と
し
て
一
八
八
三
年
（
明
治
一
六
）

五
月
に
着
手
さ
れ
（『
三
和
町
史
　
下
巻
（
通
史
編
）』
一
四
九
頁
）、
一
〇

月
に
は
竣
工
し
て
い
る
（「
日
本
立
憲
政
党
新
聞
」
明
治
一
六
年
一
〇
月
三

〇
日
付
、『
三
和
町
史
　
資
料
編
』
五
一
五
頁
）。
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
）

三
月
の
明
治
一
七
年
度
通
常
府
会
で
の
奥
村
の
発
言
は
、
こ
の
時
点
で
迂
回

の
新
道
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
戸
時
代
の
細
野
峠
の
道
が
利
用
さ

れ
続
け
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
旧
来
の
峠
道
の
勾
配
が
急
で
あ
っ
て
も
最
短
距
離
の
道
と

し
て
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
は
な
お
有
用
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
明
治
二
〇
年

度
京
都
府
会
に
お
い
て
、
栗
山
敬
親
（
上
京
区
選
出
）
は
、「
本
員
嘗
テ
峰

山
ヨ
リ
久
美
浜
街
道
ヲ
通
行
セ
シ
ニ
、
多
ク
ハ
旧
道
ヲ
往
来
シ
テ
新
道
ヲ
通

行
ス
ル
モ
ノ
甚
タ
稀
ナ
リ
、
甚
シ
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
怨
言
ヲ
出
ス
モ
ノ
ア
リ
」

と
発
言
し
て
い
る
（『
明
治
二
十
年
度
京
都
府
会
議
事
録
』
第
七
号
一
一
丁
）。

峰
山
か
ら
久
美
浜
と
い
え
ば
比
治
山
峠
の
道
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
江
戸
時
代
の
細
野
峠
は
、
一
九
九
六
年
「
全
国
歴
史
の
道
一
〇
〇

選
」
に
選
ば
れ
て
い
る
。

（
22
）『
明
治
十
七
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』
第
一
号
、
二
五
〜
二
六
頁
。

（
23
）
同
右
、
第
一
号
、
二
六
〜
二
九
頁
、
第
三
号
、
二
四
〜
三
〇
頁
、
第
四
号
、

一
〜
六
頁
、
一
〇
〜
一
四
頁
、
一
六
〜
二
六
頁
。

ま
た
、
八
田
峠
沿
道
の
人
々
は
、
こ
の
地
域
に
車
道
が
通
る
こ
と
を
望
ん

で
い
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
西
堀
徳
二
郎
（
下
京
区
選
出
）
は
、
次

の
よ
う
に
言
う
。
八
田
峠
沿
道
の
人
民
の
生
業
は
皆
農
で
あ
る
。
そ
の
沿
道

人
民
の
言
を
聞
く
に
、「
若
シ
此
辺
街
道
タ
ラ
ン
カ
、
田
地
ハ
潰
サ
レ
、
家

屋
ハ
旅
店
ト
ナ
リ
、
人
力
車
夫
ノ
如
キ
下
等
社
会
ト
交
通
ヲ
ナ
シ
、
此
淳
朴

ノ
風
ヲ
シ
テ
軽
薄
剽
悍
ノ
習
ニ
変
セ
シ
ム
ル
コ
ト
コ
ソ
歎
カ
ハ
シ
ケ
レ
ト
憂

フ
ル
モ
ノ
ア
リ
」、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（『
明
治
十
七
年
度
京
都
府
会
議

録
事
』
四
号
、
一
九
頁
）。

（
24
）『
明
治
十
七
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』
第
八
号
、
四
一
頁
。

（
25
）『
明
治
二
十
年
度
京
都
府
会
議
事
録
』
第
三
号
、
一
三
丁
。

（
26
）
同
右
、
第
六
号
、
一
三
丁
。

（
27
）
同
右
、
第
六
号
、
一
四
丁
。

（
28
）
同
右
、
第
三
号
、
一
四
丁
。

（
29
）
同
右
、
第
三
号
、
一
四
丁
。

（
30
）
同
右
、
第
三
号
、
一
四
丁
。
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（
31
）
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

自
明
治
二
十
年
度
至
二
十
二
年
度
地
方
税
土
木
費
中
車
道
開
鑿
支
出
予
算

一
金
十
六
万
五
千
九
十
三
円
七
十
四
銭
二
厘
　
　
　
　
　
土
木
費

内
　
金
四
万
八
千
八
百
十
八
円
二
十
二
銭
　
　
　
　
　
　
区
の
分

金
十
一
万
六
千
二
百
七
十
五
円
五
十
二
銭
二
厘
　
　
郡
の
分

此
訳

金
四
万
五
千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
年
度
支
出
額

金
六
万
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
一
年
度
支
出
額

金
六
万
九
十
三
円
七
十
四
銭
二
厘
　
　
　
　
　
二
十
二
年
度
支
出
額

（『
明
治
二
十
年
度
京
都
府
会
議
事
録
』
第
三
号
、
一
二
〜
一
三
丁
）

（
32
）
最
終
決
定
の
予
算
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

自
明
治
二
十
年
度
至
二
十
二
年
度
地
方
税
土
木
費
中
車
道
開
鑿
支
出
予
算

一
金
十
三
万
二
千
七
十
四
円
九
十
九
銭
四
厘
　
　
　
　
土
木
費

内
　
金
三
万
二
千
七
十
四
円
九
十
九
銭
四
厘
　
　
　
　
区
の
分

金
九
万
三
千
二
十
四
円
四
十
一
銭
八
厘
　
　
　
　
郡
の
分

此
訳

金
二
万
五
千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
年
度
支
出
額

金
五
万
三
千
五
百
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
一
年
度
支
出
額

金
五
万
三
千
五
百
七
十
四
円
九
十
九
銭
四
厘
　
二
十
二
年
度
支
出
額

内

金
八
万
二
千
七
十
四
円
九
十
九
銭
四
厘
　
　
　
地
方
税

金
五
万
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
庫
補
助
請
願
金

（『
明
治
二
十
年
度
京
都
府
会
議
事
録
』
第
一
二
号
、
一
一
〜
一
二
丁
）

（
33
）
こ
の
よ
う
に
大
幅
な
減
額
の
理
由
は
、
①
依
然
と
し
て
民
力
が
疲
弊
し
て
い

る
と
い
う
状
況
認
識
、
②
こ
の
年
緊
急
に
第
三
高
等
中
学
校
の
誘
致
の
た
め

一
〇
万
円
の
出
費
が
必
要
、
③
沿
道
人
民
の
寄
付
金
を
奨
励
す
る
、
と
い
う

要
因
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
（『
明
治
二
十
年
度
京
都
府
会
議
事
録
』
第
六

号
一
四
〜
一
五
丁
、
第
一
四
号
一
一
〜
一
二
丁
）。

（
34
）『
明
治
二
十
年
度
京
都
府
会
議
事
録
』
第
七
号
、
二
丁
。

（
35
）
同
右
。

（
36
）
同
右
、
第
一
二
号
、
一
二
丁
。

（
37
）『
明
治
十
四
年
京
都
府
会
議
録
事
』
第
三
編
、
五
三
〜
五
四
頁
。

（
38
）
同
右
、
第
三
編
、
九
一
頁
。

（
39
）
同
右
、
第
三
編
、
一
一
八
〜
一
二
〇
頁
。

（
40
）
同
右
、
第
四
編
、
二
六
〜
二
八
頁
。
七
八
〜
八
一
頁
。

（
41
）「
本
府
通
常
府
会
議
傍
聴
記
」『
京
都
新
報
』
明
治
一
五
年
五
月
五
日
付
。

（
42
）
同
右
。

（
43
）『
明
治
十
五
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』
第
二
二
号
、
一
一
〜
一
二
頁
。

（
44
）
同
右
、
一
〜
四
頁
。

（
45
）『
明
治
十
六
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』
第
二
号
、
四
頁
、
七
〜
八
頁
。

（
46
）
こ
の
ほ
か
に
は
、
原
案
で
船
井
郡
阪
井
村
字
宮
ノ
下
（
現
瑞
穂
町
）
よ
り
同

郡
水
原
村
（
現
瑞
穂
町
）
在
来
道
出
合
ま
で
開
鑿
費
三
一
〇
四
円
余
が
二
七

九
三
円
余
に
減
額
さ
れ
、
葛
野
郡
岡
村
南
桑
田
郡
王
子
村
に
至
る
新
道
・
船

井
郡
井
尻
村
（
現
瑞
穂
町
）
か
ら
阪
井
村
に
至
る
新
道
・
天
田
郡
菟
原
村

（
現
三
和
町
）
か
ら
大
身
村
（
現
三
和
町
）
に
至
る
新
道
修
繕
お
よ
び
橋
梁

修
繕
費
。
原
案
合
計
千
円
、
南
桑
田
郡
王
子
村
隧
道
点
灯
費
原
案
一
一
三
円

五
一
銭
が
い
ず
れ
も
全
額
削
除
さ
れ
た
（『
明
治
十
七
年
度
京
都
府
会
決
議

録
』
一
六
〜
一
七
丁
）。

（
47
）『
明
治
十
七
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』
第
八
号
、
三
二
頁
。

（
48
）『
明
治
十
八
年
度
京
都
府
会
決
議
録
』
一
七
丁
。
な
お
、
こ
の
時
南
桑
田
郡
王

子
村
新
道
の
内
仮
橋
取
除
跡
埋
立
費
一
二
五
円
余
は
全
額
削
除
さ
れ
て
い

る
。

（
49
）『
明
治
十
八
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』
第
六
号
、
九
頁
。
ま
た
、
正
木
は
、
昨

日
宿
元
に
来
た
書
状
中
に
わ
ず
か
百
戸
の
村
内
で
今
度
公
売
処
分
を
受
け
た
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も
の
が
四
〇
戸
あ
る
、
と
発
言
し
て
い
る
（
同
、
第
六
号
、
二
三
頁
）。

（
50
）
同
右
、
第
一
〇
号
、
一
一
〜
一
二
頁
。

（
51
）
同
右
、
第
六
号
、
二
〇
〜
二
一
頁
。

（
52
）
同
右
、
第
一
〇
号
、
一
五
頁
。

（
53
）『
明
治
十
九
年
度
京
都
府
会
決
議
録
』
二
一
丁
。
な
お
、
こ
の
ほ
か
に
常
置
委

員
案
に
は
南
桑
田
郡
王
子
村
新
道
の
内
仮
橋
取
除
跡
埋
立
費
一
一
三
円
余
が

追
加
さ
れ
て
い
た
。

（
54
）
な
お
、
田
所
重
礼
四
等
属
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
長
尾
峠
ノ
開
鑿
」（
実
際
は

長
尾
峠
を
避
け
て
の
由
良
海
岸
の
新
道
）
の
結
果
、
峻
坂
を
も
っ
て
な
る
七

峠
、
す
な
わ
ち
芋
峠
、
大
枝
峠
（
老
ノ
坂
）、
大
朴
峠
、
菟
原
峠
（
細
野
峠
）、

観
音
峠
、
そ
し
て
隧
道
を
穿
ち
し
て
い
る
栗
田
峠
、
さ
ら
に
は
長
尾
峠
が
克

服
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
（『
明
治
十
九
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』

第
六
号
、
一
三
丁
）。

（
55
）『
明
治
十
九
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』
第
六
号
、
一
三
丁
、
第
七
号
、
二
丁
。

（
56
）
同
右
、
第
六
号
、
一
三
丁
。

（
57
）
同
右
、
第
九
号
、
一
〜
二
丁
。

（
58
）『
明
治
二
十
年
度
京
都
府
会
議
事
録
』
第
六
号
、
一
二
丁
、

（
59
）
同
右
、
第
一
〇
号
、
一
六
〜
一
七
丁
。

（
60
）
同
右
、
第
一
一
号
、
一
〜
二
丁
。

（
61
）『
明
治
二
十
年
度
京
都
府
会
決
議
録
』
五
八
丁
。

（
62
）『
明
治
十
五
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』
第
三
九
号
、
二
〜
三
頁
。

（
63
）
同
右
。
こ
の
建
議
の
提
案
者
は
南
桑
田
郡
選
出
の
垂
水
新
太
郎
で
あ
っ
た
。

（
64
）『
西
京
新
聞
』
明
治
一
五
年
七
月
二
六
日
付
。

（
65
）『
塵
海
』
明
治
一
五
年
四
月
一
一
〜
一
六
日
条
。
な
お
、
こ
の
件
の
要
望
中
、

「
宮
津
沿
海
車
道
」
と
い
う
表
現
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
時
点
で

普
甲
峠
の
路
線
は
す
で
に
消
え
て
い
て
、
由
良
を
通
る
道
が
選
択
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
お
、
琵
琶
湖
疏
水
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
七
日
に

品
川
弥
二
郎
農
商
務
省
少
輔
に
あ
っ
た
際
、「
大
ニ
賛
成
」
さ
れ
、
一
九
日

に
は
井
上
馨
参
議
邸
で
も
「
大
ニ
賛
成
」
さ
れ
て
い
る
（『
塵
海
』
明
治
一

五
年
四
月
一
七
日
、
一
九
日
条
）。

（
66
）『
塵
海
』
明
治
一
五
年
七
月
一
一
日
〜
一
二
日
条
。
一
一
日
、
北
垣
は
京
都
に

着
い
た
松
方
大
蔵
卿
を
旅
寓
で
あ
る
迎
賓
館
を
訪
れ
、
日
本
銀
行
の
要
点
を

質
問
す
る
と
と
も
に
、
宮
津
京
都
間
車
道
補
助
金
の
こ
と
を
伺
い
、「
大
蔵

卿
了
諾
」
し
た
。
翌
一
二
日
に
は
、
常
置
委
員
が
松
方
大
蔵
卿
に
あ
い
、
監

獄
新
築
の
補
助
金
を
要
請
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
日
、
北
垣
は
、
東
京

に
い
る
国
重
正
文
大
書
記
官
に
た
い
し
、
車
道
補
助
金
を
大
蔵
卿
が
「
聞
済

ミ
ノ
旨
」
を
電
報
し
て
い
る
。

（
67
）
な
お
、「
明
治
工
業
史
　
土
木
篇
（
上
）」（『
明
治
後
期
産
業
発
達
史
資
料
』

第
二
二
八
巻
所
収
、
龍
渓
書
舎
、
一
九
九
四
年
）
は
、
一
八
八
一
年
度
（
明

治
一
四
）
よ
り
地
方
工
事
に
つ
い
て
国
庫
補
助
金
に
よ
る
改
修
が
始
ま
っ
た

と
し
て
、「
十
四
年
度
起
工
の
分
は
京
都
府
京
都
、
宮
津
間
の
車
道
開
鑿
・

山
形
県
道
路
修
築
工
事
」（
一
八
頁
）、
と
し
て
い
る
。
当
時
の
京
都
府
の
会

計
年
度
で
い
け
ば
、
明
治
一
四
年
度
と
は
、
一
八
八
一
年
七
月
か
ら
翌
年
六

月
ま
で
で
あ
り
、
こ
の
記
述
に
つ
い
て
は
時
期
に
つ
い
て
の
大
き
な
誤
り
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
全
国
で
最
も
早
い
時
期
の
道
路
に
対
す
る

国
庫
補
助
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
68
）『
明
治
十
八
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』
第
一
一
号
、
五
〜
一
五
頁
。
な
お
、
こ

の
建
議
は
雨
森
菊
太
郎
（
下
京
区
選
出
）
の
作
成
に
な
る
。

（
69
）
同
右
、
第
一
一
号
、
六
〜
八
頁
。

（
70
）
北
垣
の
日
記
『
塵
海
』
の
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
）
の
分
は
、
三
月
一
日

〜
四
日
、
七
月
一
日
の
五
日
間
の
記
述
し
か
な
い
。

（
71
）『
明
治
二
十
年
度
京
都
府
会
決
議
録
』
五
九
〜
六
〇
丁
。

（
72
）
こ
の
ほ
か
に
三
万
三
千
余
円
は
沿
道
人
民
の
寄
付
を
奨
励
募
集
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
て
い
た
。
表
５
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
こ
の
一
八
八
一
年
度
か
ら
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の
車
道
支
出
の
中
で
寄
付
金
は
三
万
七
六
九
一
円
余
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ

以
降
三
万
三
千
余
円
の
沿
道
人
民
の
寄
付
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
と
見
て
よ

い
。

（
73
）『
日
出
新
聞
』
明
治
二
〇
年
七
月
一
五
日
付
。
な
お
、
北
垣
が
東
上
し
た
か
ど

う
か
は
不
明
。

（
74
）
同
右
。

（
75
）
同
右
、
明
治
二
〇
年
八
月
一
九
日
付
。

（
76
）
同
右
、
明
治
二
〇
年
九
月
一
〇
日
付
。

（
77
）『
塵
海
』
明
治
一
五
年
三
月
一
一
日
条
。

（
78
）
同
右
、
明
治
一
五
年
三
月
一
三
日
条
。

（
79
）『
西
京
新
聞
』
明
治
一
五
年
三
月
一
二
日
付
、
三
月
二
五
日
付
。

（
80
）
同
右
、
明
治
一
五
年
五
月
二
五
日
付
。

（
81
）「
車
道
開
鑿
費
金
ノ
内
ヘ
献
納
願
」「
車
道
開
鑿
費
金
ノ
内
ヘ
献
納
御
届
」（
沼

野
勝
氏
所
蔵
文
書
）。

（
82
）
神
前
区
有
文
書
（
亀
岡
市
）。

（
83
）『
明
治
十
七
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』
第
三
号
、
二
六
頁
。

（
84
）『
明
治
十
七
年
度
京
都
府
会
決
議
録
』
一
七
丁
。

（
85
）『
明
治
十
七
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』
第
三
号
、
二
四
頁
。
栗
田
峠
開
鑿
の
際
、

近
傍
か
ら
の
寄
付
人
足
三
万
余
人
と
い
う
数
字
は
『
日
出
新
聞
』
明
治
一
八

年
六
月
二
〇
日
付
。

（
86
）「
人
足
寄
附
願
」
上
司
区
有
文
書
（『
宮
津
市
史
　
史
料
編
　
第
四
巻
』
七
七

三
頁
）。

（
87
）「
改
造
大
手
橋
之
碑
」（『
宮
津
市
史
　
史
料
編
　
第
四
巻
』
七
七
六
〜
七
七
七

頁
）。
な
お
与
謝
郡
全
体
で
は
、
一
八
八
七
年
（
明
治
二
〇
）
一
〇
月
段
階

で
一
五
二
〇
円
余
の
寄
付
金
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（『
日
出
新
聞
』

明
治
二
〇
年
一
〇
月
一
九
日
付
）。

（
88
）『
明
治
十
九
年
度
京
都
府
会
議
録
事
』
第
六
号
、
一
二
〜
一
三
丁
。

（
89
）
川
勝
之
彦
家
旧
蔵
文
書
。

（
90
）『
日
出
新
聞
』
明
治
二
四
年
四
月
三
日
付
に
は
、
北
垣
の
予
定
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
四
月
六
日
、
北
垣
知
事
は
多
田
郁
夫
土
木
課
長
、

田
所
重
礼
技
手
を
随
え
て
、
馬
車
で
宮
津
ま
で
直
行
し
、
同
地
に
一
泊
。
翌

七
日
丹
後
五
郡
（
与
謝
・
中
・
熊
野
・
竹
野
・
加
佐
）
の
人
民
中
車
道
工
費

に
寄
付
金
を
出
し
た
者
の
総
代
者
を
宮
津
に
集
め
て
謝
辞
を
述
べ
、
翌
八
日

は
丹
波
福
知
山
に
い
た
り
、
天
田
・
何
鹿
両
郡
寄
付
者
総
代
を
集
め
、
翌
九

日
は
同
園
部
に
移
り
、
船
井
・
南
桑
田
両
郡
寄
付
者
総
代
を
集
め
、
翌
一
〇

日
は
山
城
葛
野
郡
川
勝
寺
村
に
お
い
て
同
郡
寄
付
者
を
集
め
い
ず
れ
に
も
同

様
の
謝
辞
を
述
べ
る
予
定
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
追
記
）

本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
多
く
の
方
々
か
ら
史
料
や
情
報
の
提
供
を
い
た
だ
い

た
。
と
り
わ
け
林
正
氏
か
ら
は
多
く
の
史
料
の
提
供
を
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
ら
お
世

話
に
な
っ
た
方
々
の
氏
名
に
つ
い
て
は
本
稿
（
下
）
の
末
尾
に
記
す
予
定
で
あ
る
。
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図１－１
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図１－２




